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立
命
館
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学
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第
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十
七
巻
・
第
六
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榊
　
外
貨
準
備
の
プ
ー
ル
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
５
　
Ｅ
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と
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Ｃ
Ｅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
○
　
Ｅ
Ｃ
Ｕ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
働
　
各
種
の
計
算
単
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
の
　
Ｕ
Ｃ
Ｅ

　
　
　
　
　
　
　
六
　
む
　
　
す
　
　
び

二
（
九
二
〇
）

は

じ
　
め

に

　
一
九
七
八
年
二
一
月
五
日
の
ブ
ラ
ヅ
セ
ル
に
お
げ
る
欧
州
理
事
会
で
、
欧
州
通
貨
制
度
（
冒
昌
肩
彗
峯
◎
冒
討
昌
ｃ
。
湯
け
¢
員
目
く
ｃ
。
）

を
七
九
年
一
月
一
日
か
ら
発
足
さ
せ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
そ
の
発
足
は
農
産
物
の
国
境
調
整
金
の
将
来
の
問
題
に
つ
い
て
の
対

立
か
ら
発
足
は
ペ
ソ
デ
ィ
ソ
グ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
更
に
農
産
物
価
格
決
定
の
問
題
、
或
は
又
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
Ｅ
Ｃ

農
業
政
策
全
般
の
洗
い
直
し
要
求
に
迄
発
展
し
、
稽
ミ
こ
じ
れ
て
き
た
感
が
す
る
。
そ
の
よ
う
た
間
題
が
あ
る
げ
れ
ど
も
こ
こ
で
欧

州
経
済
通
貨
同
盟
が
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
発
足
９
決
議
に
迄
到
っ
た
歴
史
的
、
理
論
的
、
内
実
的
な
面
の
掘
下
げ
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
内
容
と
し
て
は
欧
州
通
貨
基
金
（
Ｅ
Ｍ
Ｆ
）
の
創
設
、
欧
州
通
貨
単
位
（
Ｅ
Ｃ
Ｕ
）
を
準
備
資
産
及
び
決
済
手
段
と
し
て
全

面
的
に
使
用
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
為
替
介
入
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
の
強
化
、
金
・
ド
ル
準
備
の
一
部
の
プ
ー
ル
、
融
資
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

強
化
な
ど
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
に
っ
い
て
順
次
考
察
す
る
。



二
　
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
お
げ
る
通
貨
同
盟
の
定
義

　
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
お
い
て
経
済
通
貨
同
盟
を
発
足
さ
せ
た
決
議
、
　
「
共
同
体
内
に
お
い
て
経
済
通
貨
同
盟
を
段
階
的
に
実
現
す
る
こ
と
に

関
す
る
一
九
七
奉
三
月
二
二
日
の
理
事
会
及
び
加
盟
国
政
府
代
表
の
決
翫
）
に
お
い
て
・
通
貨
同
盟
の
定
義
に
関
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
共
同
体
は
、

１
共
同
戊
規
模
の
も
と
で
経
済
活
動
姦
大
し
う
る
条
件
の
も
と
で
、
人
、
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
資
本
が
自
由
に
移
動
し
・
し
か
姦
争

　
　
の
歪
曲
　
地
域
構
造
の
不
均
衡
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
な
一
っ
の
地
域
を
形
成
す
る
・

２
通
貨
の
完
全
か
っ
不
可
逆
碧
交
換
性
、
為
替
相
場
変
動
幅
の
除
去
と
平
価
の
不
可
逆
的
な
墨
一
一
れ
ら
す
べ
て
は
単
一
通
貨
採
用
の

　
　
基
本
的
な
前
提
条
件
で
あ
る
に
よ
つ
て
特
徴
づ
げ
ら
れ
、
又
共
同
体
の
中
央
銀
行
組
織
を
含
む
よ
う
な
単
一
通
貨
地
域
を
・
国
際
制
度
の

　
　
中
で
形
成
す
る
。

３
経
済
及
び
通
貨
問
題
に
関
し
て
は
、
そ
の
機
構
が
同
盟
を
管
轄
し
う
る
よ
う
な
権
限
と
責
任
を
所
有
す
る
。
こ
の
晶
の
た
め
経
済
政
策
に

　
　
つ
い
て
の
必
要
な
決
定
が
共
同
体
レ
ベ
ル
で
と
ら
れ
、
又
必
要
な
権
限
が
共
同
体
の
機
関
に
与
え
ら
れ
る
。

以
上
が
。
。
。
で
考
え
ら
れ
て
い
る
通
貨
同
盟
で
あ
る
が
、
こ
註
更
に
共
通
の
対
外
政
策
書
意
味
し
な
げ
れ
ば
奮
な
、

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
第
３
国
に
対
す
る
共
通
の
為
替
レ
ー
ト
政
策
、
国
際
交
渉
に
淳
る
蓋
の
立
場
、
そ
祭
ら
上
述
の
撃
会

決
議
に
は
で
て
な
い
が
、
ウ
エ
ル
ナ
、
警
に
は
で
て
盲
、
又
七
九
年
百
か
ら
発
足
す
る
予
定
で
あ
一
た
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
具
体
化
さ

れ
て
い
る
外
貨
準
備
の
プ
、
ル
を
喜
む
も
の
に
隻
。
又
対
内
的
に
は
中
央
銀
行
の
通
貨
・
信
用
政
策
・
利
子
率
政
策
の
共
同
化

を
伴
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
；
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
ウ
エ
ル
ナ
ー
報
告
で
は
「
通
貨
同
署
お
い
て
は
・
各
加
盟
国
通
貨
の
名
称
を
そ
の

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
一
清
水
一
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
九
三
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
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巻
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六
号
一
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
九
二
二
一

妻
維
持
し
て
も
よ
い
し
ま
た
・
共
同
体
の
単
一
通
貨
を
設
定
し
て
も
よ
い
。
技
術
的
視
点
か
ら
す
れ
ぱ
同
じ
こ
圭
あ
る
一
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
・
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ツ
カ
リ
ス
は
ウ
エ
ル
ナ
ー
報
告
を
そ
の
妻
是
認
し
て
「
技
術
的
蕉
か
ら
い
え

ば
・
通
貨
同
盟
を
形
成
し
て
い
る
菌
の
通
募
維
持
さ
れ
て
い
る
か
、
或
は
新
ら
し
い
共
通
通
貨
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
か
は

問
題
で
窪
じ
）
と
述
べ
て
い
る
・
し
か
し
こ
註
対
し
て
例
え
ぱ
パ
ス
ヵ
ル
・
サ
ラ
ソ
は
「
単
に
為
替
相
場
を
固
定
す
る
だ
げ
で

は
何
の
前
進
で
婁
心
と
い
い
・
又
一
ソ
デ
ル
は
、
「
単
一
の
通
貨
は
単
一
の
中
央
銀
行
、
従
つ
て
地
域
間
の
支
払
い
手
段
の
弾
力

的
姦
給
の
可
軽
を
意
味
す
る
・
し
か
し
二
っ
以
上
の
通
貨
を
含
む
一
っ
の
通
貨
地
域
隻
い
て
は
、
国
際
支
払
い
手
段
の
供
給

に
っ
い
て
は
多
く
の
中
央
銀
行
間
の
調
整
を
必
要
と
す
る
。
…
・
・
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
単
一
通
貨
を
採
用
し
て
い
る
確
地
域
内

に
淳
る
調
整
と
・
二
っ
以
上
の
通
貨
を
含
む
一
っ
の
通
貨
地
域
に
淳
る
調
整
と
の
違
い
は
大
き
篭
の
だ
と
い
え
る
一
と
い
つ

て
い
る
・
す
な
わ
ち
通
貨
発
行
主
権
を
新
し
い
共
同
体
中
央
銀
行
に
移
譲
す
る
の
か
、
或
は
そ
の
主
権
を
従
来
の
中
央
銀
行
の
手
中

に
維
持
し
た
妻
で
・
調
整
を
夏
、
う
の
か
と
い
う
違
い
は
単
な
る
技
術
的
篭
の
で
窪
く
、
基
本
的
な
差
異
が
含
ま
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

　
　
一
１
；
馨
暮
：
享
・
・
■
嚢
邑
・
毒
雪
馨
一
き
婁
・
：
茎
・
§
暮
一
。
。
。
一
、
・
、
く
。
き
、
、
。
。
一
、
け
。
。
。
。
蔓

　
　
　
　
豪
昌
＝
竃
旨
ま
暮
巨
冒
邑
耳
藁
霧
・
～
旨
・
邑
・
彗
言
・
童
導
旨
ぎ
三
｝
、
Ｏ
。
旨
一
、
茸
－
一
、
。
Ｏ
、
”
箏

　
　
　
　
Ｏ
◎
昌
冒
葦
霧
暮
邑
導
Ｏ
・
昌
．
豪
９
０
・
暑
彗
書
昌
・
；
・
昌
昌
旨
身
書
邑
§
宗
券

　
　
　
　
　
な
お
同
様
の
こ
と
は
一
九
七
〇
年
５
是
出
た
「
ウ
一
ル
ナ
ー
報
告
一
｛
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
「
経
済
通
貨
同
悪
よ
り
、

　
　
　
　
そ
の
内
部
で
は
物
・
役
務
・
人
及
び
栗
が
自
虐
か
っ
競
争
原
則
を
歪
め
る
こ
差
く
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
一
っ
の
地
域
、

　
　
　
　
そ
れ
で
い
て
構
造
的
も
し
く
は
地
域
的
架
均
蓼
も
た
ら
す
一
一
と
の
な
い
よ
う
竺
っ
の
地
域
が
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
、
通
貨

　
　
　
　
同
盟
は
・
内
部
纂
い
て
は
・
通
貨
の
完
全
か
つ
不
可
逆
た
交
換
性
、
為
替
相
場
の
変
動
幅
の
撤
廃
、
平
価
の
絶
対
的
固
定
化
、
資
本
の



　
　
移
動
の
完
全
な
自
由
化
を
意
味
す
る
。
通
貨
同
盟
に
お
い
て
は
、
各
同
盟
国
通
貨
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
も
よ
い
し
ま
た
・
共
同

　
　
体
の
単
一
通
貨
を
設
定
し
て
も
よ
い
。
技
術
的
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
っ
の
方
法
は
ど
ち
ら
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
．
…
：
」
　
（
目

　
　
経
調
資
料
７
０
ｉ
２
１
）
。

（
２
）
■
。
一
斤
、
・
。
弓
。
。
。
目
斤
。
－
。
。
・
皇
、
勺
。
；
。
。
。
、
自
竃
§
・
邑
易
・
；
§
り
§
く
婁
訂
・
二
目
冨
茎
昌
二
彗
Ｐ
。
。
Ｎ
．

（
３
）
雰
乙
。
８
；
竺
Ｐ
－
、
；
豪
註
９
昌
ｏ
曇
苧
二
目
；
県
彗
罵
Ｈ
違
；
．
事

（
４
）
寄
げ
賢
キ
峯
…
宣
ポ
巨
↓
¢
昌
き
◎
量
一
卑
◎
９
邑
８
Ｈ
０
０
・
。
．
り
．
妻
．

三

通
貨
統
合
の
理
論

　
　
　
　
最
適
通
貨
圏
の
考
え

１
　
通
貨
統
合
の
利
点

　
Ｅ
Ｅ
Ｃ
は
本
来
「
共
同
の
行
動
に
よ
り
欧
州
を
分
割
し
て
い
る
諸
障
壁
を
撤
廃
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
こ
れ
ら
諸
国
の
経

済
の
一
体
性
を
強
化
」
（
ロ
ー
マ
条
約
前
文
）
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
最
終
的
に
は
、
あ
る
い
は
統
合
が
一
定
の
段
階
に
達
し
た
場

合
に
は
通
貨
統
合
の
問
題
が
当
然
に
で
て
く
る
。
こ
れ
は
単
に
経
済
的
利
害
の
問
題
に
ー
と
ど
ま
ら
ず
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
一
体
性
を
誇
示
す

る
た
め
の
政
治
的
悲
願
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
通
貨
の
統
合
が
経
済
の
統
合
を
一
層
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
他
方
戦
後
の
世
界
通
貨
体
制
は
ド
ル
を
中
心
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
で
あ
っ
た
が
、
特
に
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か

ら
は
ア
メ
リ
ヵ
の
国
際
収
支
の
赤
字
が
続
き
、
一
方
に
お
い
て
ド
ル
の
信
認
が
低
下
す
る
と
共
に
他
方
で
は
か
く
し
て
流
出
し
た
ド

ル
が
ユ
ー
回
ダ
ラ
ー
と
し
て
投
機
的
な
動
き
を
し
、
国
際
通
貨
面
で
不
安
定
な
掻
乱
的
作
用
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
各
国

は
基
軸
通
貨
国
ア
メ
リ
カ
に
対
し
、
ド
ル
の
安
定
と
、
赤
字
国
と
し
て
の
節
度
を
要
求
し
た
が
、
プ
メ
リ
カ
は
そ
の
責
任
を
黒
字
国

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
（
九
二
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
（
九
二
四
）

に
転
嫁
し
つ
つ
ビ
ナ
イ
ソ
・
ネ
グ
レ
ク
ト
の
政
策
を
と
り
続
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
際
通
貨
の
不
安
定
　
　
実
は
ド
ル
の
不
安
定

　
　
か
ら
脱
却
し
、
欧
州
通
貨
の
主
体
性
、
独
自
性
と
安
定
性
を
と
り
も
ど
す
た
め
、
独
自
の
安
定
通
貨
圏
を
建
設
し
よ
う
と
い
う

考
え
が
生
じ
て
き
た
。
た
だ
し
欧
州
通
貨
圏
を
形
成
し
て
も
、
ド
ル
を
し
め
出
し
て
し
ま
わ
た
い
限
り
、
こ
れ
で
安
定
通
貨
圏
に
た

る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
。

　
次
に
こ
の
通
貨
危
機
と
関
連
す
る
が
、
農
業
共
通
政
策
の
実
施
が
あ
る
。
農
業
共
通
政
策
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
共
通
政
策
の
中
で
は
最
も

前
進
し
た
も
の
で
、
最
も
力
点
の
お
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
政
策
の
一
つ
の
重
要
た
柱
と
し
て
計
算
単
位
（
Ｕ
Ｃ
）

建
て
で
の
統
一
価
格
政
策
が
あ
る
。
こ
の
統
一
価
格
政
策
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
為
替
相
場
の
変
更
や
変
動
は
排

除
し
た
げ
れ
ほ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
国
際
通
貨
の
不
安
定
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
最
重
点
政
策
た
る
共
通
農
業
政
策

を
危
機
に
陥
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
為
替
相
場
の
固
定
を
内
容
と
す
る
通
貨
同
盟
の
実
現
が
い
そ
が
れ
た
と
い
え
る
。

　
以
上
特
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
通
貨
同
盟
と
い
う
具
体
的
な
通
貨
同
盟
に
つ
い
て
そ
の
出
現
の
要
請
、
或
は
出
現
の
も
た
ら
す
利
点
に
つ
い

て
見
た
。
次
に
更
に
一
般
的
に
通
貨
同
盟
が
も
た
ら
す
利
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
ま
ず
為
替
変
動
幅
の
除
去
の
間
題
と
関
連
し
て
い
え
ぱ
、
¢
銀
行
と
し
て
は
外
国
為
替
取
引
に
も
と
づ
く
為
替
相
場
変
動
の
リ
ス

ク
が
さ
げ
ら
れ
る
。
更
に
通
貨
同
盟
の
実
際
の
移
態
に
も
よ
る
が
、
従
来
通
貨
に
関
す
る
対
外
取
引
で
あ
っ
た
も
の
が
、
準
対
内
取

引
に
な
る
た
め
外
国
為
替
取
引
に
関
連
し
た
手
続
が
簡
素
化
さ
れ
た
り
、
消
失
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
貿
易
業
者
か
ら
す

れ
ば
輸
出
入
の
決
済
に
関
す
る
コ
ス
ト
が
軽
減
さ
れ
、
域
内
貿
易
の
拡
大
に
つ
な
が
る
。
◎
為
替
変
動
の
リ
ス
ク
の
除
去
に
よ
る
利

益
は
銀
行
の
み
で
な
く
貿
易
業
者
に
も
及
び
域
内
貿
易
の
拡
大
に
貢
献
す
る
。
　
こ
れ
ら
を
通
じ
て
銀
行
部
門
に
お
げ
る
観
模
の
経

済
の
実
現
が
可
能
に
恋
る
。
企
業
の
側
か
ら
見
て
も
資
金
調
達
面
で
規
模
の
経
済
の
利
益
を
う
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
外
貨
準
備
の
ブ
ー
ル
に
１
関
連
し
て
い
う
と
、
域
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
際
収
支
変
動
に
よ
る
外
貨
価
値
変
動
の
リ
ス
ク
を
ブ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
従
来
は
国
毎
に
行
な
っ
て
い
た
準
備
政
策
が
同
盟
全
体
の
外
貨
準
備
政
策
と
な
り
、
外
貨
準
備
の
節

約
を
も
た
ら
す
。

２
　
通
貨
統
合
の
も
た
ら
す
問
題
点

　
以
上
通
貨
統
合
の
利
点
又
は
誘
因
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
支
抵
わ
ね
ば
な
ら
な
い
犠
牲
が
あ
る
。

　
各
国
は
そ
れ
ぞ
れ
自
国
内
で
経
済
政
策
を
遂
行
す
る
場
合
、
大
き
な
目
標
と
し
て
内
的
均
衡
と
外
的
均
衡
を
考
え
る
。
内
的
均
衡

と
は
国
内
に
お
げ
る
物
価
や
雇
用
の
安
定
を
い
い
、
外
的
均
衡
と
は
国
際
収
支
の
均
衡
を
い
う
こ
と
は
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。

国
際
収
支
の
調
整
を
考
え
る
場
合
、
大
き
く
分
げ
て
二
っ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
一
っ
は
国
内
の
支
出
を
減
少
又
は
増
大
さ
せ
る

政
策
で
、
具
体
的
に
は
金
融
．
財
政
政
策
で
引
締
め
或
は
拡
大
政
策
を
と
っ
て
国
際
収
支
を
調
整
す
る
方
法
で
あ
り
、
他
は
国
際
経

済
的
な
政
策
、
す
な
わ
ち
為
替
レ
ー
ト
の
変
更
・
変
動
、
貿
易
及
び
資
本
移
動
の
直
接
・
問
接
の
制
限
、
及
び
為
替
管
理
で
あ
る
。

Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
通
貨
同
盟
を
形
成
す
る
場
合
、
共
同
市
場
の
形
成
が
こ
れ
に
先
行
す
る
か
又
は
並
行
す
る
。
Ｅ

Ｅ
Ｃ
に
っ
い
て
い
え
ぱ
関
税
同
盟
の
実
現
は
国
家
が
内
的
及
び
外
的
均
衡
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
関
税
や
数
量
制
隈
を
用
い
る
こ

と
を
出
来
な
く
す
る
。
又
通
貨
同
盟
の
形
成
は
為
替
レ
ー
ト
の
固
定
が
そ
の
内
容
の
一
っ
を
な
す
限
り
為
替
レ
ー
ト
の
変
更
又
は
変

動
に
ー
よ
っ
て
均
衡
回
復
を
は
か
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
。
従
っ
て
前
者
の
国
内
的
政
策
に
よ
っ
て
こ
れ
を
達
成
す
る
以
外
に
な
い

が
、
国
際
収
支
の
均
衡
を
前
提
す
る
限
り
国
内
政
策
の
実
施
も
大
き
な
制
限
を
受
げ
る
。
国
内
経
済
政
策
も
そ
の
独
自
性
を
維
持
す

る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
欧
州
経
済
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こ
れ
を
説
明
す
る
の
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
フ

ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
と
い
う
の
は
あ
る
国
の
イ
ソ
フ
レ
率
と
失
業
率
の
関
係

を
関
数
関
係
で
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
失
業
率
を
低
下
さ
せ
よ
う
と

す
れ
ぱ
イ
ソ
フ
レ
率
を
高
め
ざ
る
を
得
ず
、
逆
に
イ
ソ
フ
レ
率
を
低
め
れ

ぱ
失
業
率
が
増
大
せ
ざ
る
を
得
た
い
と
い
う
関
係
を
示
し
て
い
る
。
今
Ａ

国
と
Ｂ
国
と
い
う
二
っ
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
の
異
な
っ
た
国
を
想
定
し

て
見
よ
う
（
第
－
図
参
照
）
。
ま
ず
出
発
点
と
し
て
Ａ
国
は
イ
ソ
フ
レ
率
と

失
業
率
と
の
関
係
で
五
点
を
詮
衡
し
て
い
た
と
す
る
（
Ａ
図
）
。
つ
ま
り
Ｑ

と
い
う
失
業
率
、
Ｒ
と
い
う
イ
ソ
フ
レ
率
で
あ
る
。
も
し
拡
張
主
義
的
政

策
を
と
っ
て
人
点
に
位
置
す
る
た
ら
ぱ
失
業
率
は
ぴ
点
迄
減
少
す
る
が
そ

の
代
償
と
し
て
Ｒ
と
い
う
イ
ソ
フ
レ
率
を
生
じ
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
Ａ

国
は
む
し
ろ
五
と
い
う
点
を
ベ
タ
ー
な
も
の
と
し
て
詮
衡
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
逆
に
Ｂ
国
は
出
第
点
．
に
お
い
て
Ｂ
と
い
う
点
を
詮
衡
し
て
い
た

（
Ｂ
図
）
。
低
い
失
業
率
に
カ
点
が
お
か
れ
て
、
そ
の
か
わ
り
高
い
イ
ソ
フ

レ
率
に
甘
ん
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
中
で
見
た
場
合
、
一
九
六

〇
年
代
及
び
一
九
七
〇
年
代
を
通
じ
て
西
ド
イ
ツ
は
Ａ
国
、
フ
ラ
ソ
ス
は

Ｂ
国
と
似
た
政
策
を
と
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
の
両
国
が
通
貨
同
盟
に



入
っ
て
為
替
相
場
の
絶
対
的
固
定
を
行
な
う
と
ど
う
な
る
か
。
イ
ソ
フ
レ
率
の
調
和
が
必
要
で
あ
る
。
色
々
議
論
は
あ
る
と
し
て
も

国
際
収
支
の
究
極
的
均
衡
化
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
ソ
フ
レ
率
の
調
和
と
い
う
の
は
イ
ソ
フ
レ
率
の
均
等
化
で
あ
る
。
通
貨
統

合
を
実
現
し
た
両
国
は
新
し
い
共
通
の
イ
ソ
フ
レ
率
灼
を
選
択
し
た
と
す
る
。
Ａ
国
は
Ｒ
の
高
い
イ
ソ
フ
レ
率
と
い
う
犠
牲
を
、
Ｂ

国
は
ｒ
の
高
い
朱
業
率
と
い
う
犠
牲
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
各
国
独
自
の
政
策
選
択
は
出
来
ず
、
共
同
体
的
レ
ベ
ル
で

の
政
策
決
定
が
必
要
に
な
る
。

　
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
に
よ
る
説
明
は
イ
ソ
フ
レ
率
と
失
業
率
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
多
く
の
政
策
目
標
が
あ
る
。
例
え
ぼ
物
価

の
安
定
、
完
全
雇
用
の
実
現
、
実
質
賃
金
の
増
大
、
投
資
の
増
大
、
国
際
収
支
の
均
衝
、
又
は
黒
字
化
、
政
府
財
政
の
健
全
化
等
々

あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
全
体
の
政
策
決
定
に
っ
い
て
上
記
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
曲
線
の
例
を
拡
大
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
最
適
通
貨
圏

　
以
上
通
貨
同
盟
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
ィ
メ
リ
ッ
ト
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
両
者
を
総
合
的
に
ー
評
価
し
て
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
大
き
い
と

判
断
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
加
盟
国
間
の
経
済
政
策
の
協
力
と
調
整
に
よ
り
デ
ィ
メ
リ
ッ
ト
を
最
低
限
に

抑
え
て
通
貨
同
盟
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
地
域
が
最
適
通
貨
圏
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
最
初
に
提
起
し
た
の

は
マ
ソ
デ
ル
で
あ
る
が
、
そ
の
後
多
く
の
論
者
に
よ
り
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
定
の
地
域
が
最
適
通
貨
圏
で
あ
る
た
め
の
条
件

と
し
て
次
の
よ
う
な
基
準
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

ｃ
Ｄ
　
地
域
間
に
お
げ
る
生
産
要
素
の
移
動
性
が
高
い
こ
と

　
こ
れ
は
マ
ソ
デ
ル
が
特
に
力
説
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
マ
ソ
デ
ル
は
国
際
貿
易
に
お
げ
る
リ
カ
ー
ド
ゥ
的
理
論
は
生
産
要
素
の
移

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
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動
が
困
難
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
、
こ
の
前
提
は
非
現
実
的
で
あ
り
、
生
産
要
素
の
可
動
性
の
も
と
で
の
貿
易
理
論
が
考
え
ら

れ
る
べ
き
こ
と
を
ウ
ィ
リ
ァ
ム
ス
、
オ
リ
ー
ソ
、
イ
ヴ
ェ
ル
セ
ソ
な
ど
と
共
に
主
張
す
る
。
そ
し
て
欧
州
共
同
市
場
に
っ
い
て
ミ
ー

ド
と
シ
ト
フ
ス
キ
ー
の
主
張
を
対
比
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ー
ド
は
欧
州
共
同
市
場
の
内
部
で
は
労
働
（
力
）

移
動
性
の
欠
除
の
た
め
共
通
通
貨
の
た
め
の
条
件
は
存
在
せ
ず
、
弾
カ
的
な
為
替
相
場
の
制
度
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
て
い
る
が
シ

ト
フ
ス
キ
ー
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
内
に
お
げ
る
高
度
の
資
本
移
動
性
が
労
働
カ
移
動
を
も
誘
発
し
、
超
国
家
的
な
労
働
政
策
の
採
用
を
可
能
な

ら
し
め
、
こ
の
故
に
単
一
通
貨
採
用
の
可
能
性
を
与
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
マ
ソ
デ
ル
自
身
は
こ
の
二
っ
の
ヶ
－
ス
に
つ

い
て
、
ミ
ー
ド
と
シ
ト
フ
ス
キ
ー
の
結
論
は
相
反
し
て
い
る
が
、
両
者
と
も
生
産
要
素
の
移
動
性
が
単
一
通
貨
移
成
の
重
要
な
要
素
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ソ
デ
ル
の
主
張
を
要
約
す
る
と
、
五
、
３
二
地
域
が
あ
り
、
需
要
が
Ｂ
か
ら
五
に
移
っ
た
場
合
、
価
格
が
弾
力
的
で
あ
れ
ば
３

で
価
格
の
下
落
、
Ａ
で
騰
貴
が
起
り
、
均
衡
化
す
る
が
、
価
格
が
非
弾
力
的
な
場
合
は
Ｂ
で
失
業
が
発
生
す
る
。
し
か
し
労
働
力
が

可
動
的
で
あ
れ
ぱ
労
働
力
は
Ｂ
か
ら
五
へ
移
動
し
、
失
業
は
消
滅
す
る
。
か
か
る
場
合
単
一
通
貨
圏
の
形
成
が
可
能
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
考
え
に
対
す
る
問
題
点
も
あ
る
が
、
紙
面
の
関
係
で
そ
こ
迄
の
論
及
は
こ
こ
で
は
し
な
い
。

○
　
経
済
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と

　
マ
ソ
デ
ル
の
分
析
は
各
地
域
と
も
生
産
物
の
数
が
ご
く
限
ら
れ
た
単
純
化
し
た
モ
デ
ル
に
も
と
づ
く
結
論
で
あ
っ
た
。
ヶ
ネ
ソ

　
　
（
２
）

（
穴
ｇ
ｇ
）
に
よ
る
と
、
経
済
が
多
様
化
し
て
い
る
場
合
は
外
国
の
需
要
の
変
化
に
よ
っ
て
蒙
む
る
影
響
は
少
な
い
。
従
っ
て
多
様
化

し
て
い
る
国
は
比
較
的
容
易
に
通
貨
同
盟
に
参
加
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
何
故
た
ら
ぱ
外
国
の
需
要
変
化
は
他
の
部
門
で
埋
合

わ
す
こ
と
が
で
き
、
又
影
響
も
部
分
的
で
全
面
化
し
な
い
。
こ
の
場
合
国
内
に
お
げ
る
生
産
要
素
の
移
動
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必



要
で
あ
る
。

ゆ
　
経
済
が
開
放
的
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
マ
ッ
キ
ノ
ソ
（
く
ｏ
ヨ
昌
◎
目
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
基
準
で
、
経
済
が
開
放
的
と
い
う
の
は
貿
易
の
対
象
に
な
る
財
貨
と
、
貿
易

の
対
象
に
な
ら
な
い
財
貨
と
の
比
が
高
い
場
合
で
あ
る
。
経
済
が
開
放
的
な
場
合
変
動
相
場
制
を
採
用
し
て
い
る
と
外
国
需
要
が
変

化
し
た
場
合
、
国
内
価
格
が
不
安
定
に
た
る
危
険
が
あ
る
し
、
又
経
済
が
あ
ま
り
開
放
的
で
な
い
場
合
は
外
国
需
要
の
減
少
に
対
し

て
均
衡
を
回
復
す
る
に
は
国
内
で
大
き
な
所
得
の
減
少
を
伴
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
開
放
的
な
国
は
為
替
相
場
を
固

定
し
て
国
内
の
金
融
財
政
政
策
で
少
し
の
需
要
抑
制
策
を
行
な
う
と
輸
出
が
増
進
す
る
と
な
す
。

↑
り
　
金
融
統
合
の
度
合
が
犬
き
い
こ
と

　
今
迄
の
基
準
は
国
際
収
支
の
均
衡
を
主
と
し
て
貿
易
収
支
面
で
の
回
復
に
カ
点
を
お
い
て
見
て
い
る
が
、
国
際
収
支
の
不
均
衝
は

資
本
移
動
も
関
違
が
あ
る
。
　
こ
の
点
で
イ
ソ
グ
ラ
ム
（
Ｈ
長
量
昌
）
や
マ
リ
ナ
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ソ
（
昌
ま
§
オ
巨
暮
竃
）
は
金
融
的

統
合
が
進
ん
で
い
る
場
合
、
即
ち
資
本
の
移
動
性
が
強
い
場
合
、
も
し
資
本
の
流
入
が
あ
り
、
銀
行
の
準
備
が
増
大
し
た
な
ら
ぼ
銀

行
は
そ
の
一
部
を
在
外
資
産
の
購
入
に
あ
て
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
た
め
国
際
収
支
は
容
易
に
１
均
衡
す
る
と
の
べ
る
。

　
　
（
１
）
　
内
◎
訂
ユ
キ
昌
■
目
箒
戸
ま
“
ミ
ミ
ミ
“
§
ミ
向
Ｓ
§
ミ
８
Ｈ
塞
・
。
一
や
一
〇
。
Ｈ
．
な
お
こ
の
マ
ソ
デ
ル
の
主
張
は
ト
§
ミ
、
§
向
Ｓ
§
§
、

　
　
　
き
ミ
§
一
Ｃ
０
８
け
宕
胃
所
収
の
声
↓
訂
◎
昌
◎
｛
８
饒
昌
■
昌
．
９
冒
彗
２
声
Ｈ
墨
の
論
文
を
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
　
穴
向
２
向
６
｝
一
吋
ｈ
↓
｝
¢
弓
｝
＠
◎
ｈ
く
◎
｛
Ｏ
貝
｛
昌
昌
Ｂ
Ｉ
Ｏ
■
ｈ
ｈ
０
口
ｏ
く
ト
↓
ｏ
｝
己
ｏ
－
－
箏
く
ｄ
２
Ｕ
向
－
■
四
箏
｛
ｃ
ｏ
奉
ｏ
｝
〇
一
）
ぎ
き
ミ
～
ざ
、
、
専
◎
ミ
“
§
吻
県

　
　
　
き
～
掌
“
ミ
§
、
§
ミ
向
ｓ
§
§
ド
岩
８

　
　
　
　
睾
ｏ
穴
－
老
２
◎
オ
ー
射
一
Ｈ
二
　
〇
り
饒
昌
－
昌
．
Ｏ
■
『
ｈ
０
箏
ｏ
く
ト
Ｈ
¢
～
０
Ｄ
－
ト
§
～
ミ
、
ｓ
ミ
向
Ｓ
ミ
ｏ
§
、
完
～
ミ
～
§
－
Ｃ
ｏ
¢
り
け
Ｈ
０
０
０
ｏ

　
　
　
　
Ｈ
署
Ｏ
宛
声
竃
－
－
Ｏ
．
－
　
０
ｏ
け
與
け
ｏ
～
■
｛
内
ｏ
ｏ
ｑ
－
◎
箏
｝
－
巾
～
ｋ
昌
Ｉ
ｏ
づ
け
ｏ
ｏ
竃
ｏ
ｏ
｝
Ｐ
づ
げ
一
８
吻
、
◎
ミ
Ｑ
ミ
“
、
サ
旨
ミ
ミ
ｓ
Ｎ
♀
ｂ
〔
ｏ
ミ
ｏ
§
、
タ
　
オ
◎
く
．
－
ｏ
ｍ
ｏ

　
　
　
　
考
雪
↓
峯
＞
５
峯
．
一
峯
“
ミ
§
ぎ
§
Ｎ
ｓ
ミ
峯
“
ミ
ミ
せ
§
邑
ま
｝
§
§
汀
ｓ
ミ
§
ぎ
§
“
畠
ミ

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
（
九
二
九
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）

な
お
こ
れ
ら
の
所
説
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
主
と
し
て

に
拠
っ
て
い
る
。
又
芦
矢
栄
之
助
編
著
の
『
国
際
通
貨
の
常
識
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
（
九
三
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
，

勺
毒
Ｏ
き
０
０
き
量
一
■
、
旨
昌
Ｏ
註
９
昌
◎
象
茎
冒
Ｏ
目
；
鳳
彗
屋
一
岩
ミ

所
収
、
千
田
純
一
氏
の
「
Ｅ
Ｃ
通
貨
（
最
適
通
貨
圏
）
」
も
参
照
し
た
。

四
　
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
お
げ
る
通
貨
同
盟
と
経
済
政
策
の
調
整

　
以
上
最
適
通
貨
圏
の
問
題
を
見
て
き
た
が
、
一
層
具
体
的
に
ど
の
地
域
が
最
適
通
貨
圏
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
と
難
か
し
い
問

題
が
あ
る
。
理
想
を
い
う
た
ら
ぱ
世
界
全
体
が
こ
の
よ
う
な
地
域
に
な
る
こ
と
が
望
ま
し
か
ろ
う
が
、
そ
れ
は
杜
会
制
度
の
違
い
、

経
済
発
展
の
度
合
の
違
い
な
ど
で
現
在
で
は
望
め
た
い
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
は
最
適
通
貨
圏
と
い
え
る
か
ど
う
か
。
欧
州
通
貨
同
盟
を
考
え
る

場
合
、
先
の
マ
ン
デ
ル
そ
の
他
の
人
々
の
か
か
げ
た
基
準
も
一
っ
の
参
考
に
は
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
も
っ
と
大
き
な
も
の
、

政
治
的
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
政
治
的
な
意
志
と
そ
れ
を
支
え
る
政
策
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

九
八
○
年
の
経
済
通
貨
同
盟
」
を
反
省
す
る
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書
（
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ジ
ヨ
ラ
ソ
報
告
）
で
は
経
済
通
貨
同
盟
は
失
敗
に
帰

し
た
と
断
じ
て
そ
の
主
要
な
理
由
の
一
っ
と
し
て
各
国
の
政
治
的
意
思
の
欠
如
を
あ
げ
て
い
る
。
逆
に
い
う
た
ら
ば
経
済
通
貨
同
盟

を
達
成
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
政
治
意
思
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
こ
の
政
治
的
意
思
と
い
う
の
は
、
ド
ソ
キ
ホ
ー
テ

的
な
も
の
で
な
く
、
周
到
な
経
済
政
策
の
選
択
と
調
整
に
基
礎
を
置
い
た
も
の
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
－
表
は
一
九
五
九
年
か

ら
一
九
七
四
年
迄
の
各
国
の
イ
ソ
フ
レ
率
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ソ
ス
、
デ
ソ
マ
ー
ク
、
英
国
と
の
問
で

は
二
－
三
倍
の
開
き
が
あ
る
。
こ
れ
を
調
整
し
な
い
ま
ま
で
は
通
貨
同
盟
が
達
成
さ
れ
る
筈
は
な
い
し
、
一
九
七
九
年
か
ら
新
た
に

発
足
す
る
と
予
定
さ
れ
て
い
た
Ｅ
Ｍ
Ｓ
も
た
と
え
発
足
し
た
と
し
て
も
同
じ
運
命
を
た
ど
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
範

囲
内
で
行
た
わ
れ
て
き
た
経
済
政
策
の
調
整
政
策
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
列
記
す
る
。
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お
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＆
．
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）１）２（）３（）４（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

域
内
に
お
げ
る
商
品
、
労
働
カ
、
資
本
の
自
由
移
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

中
期
・
短
期
の
経
済
政
策
の
調
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

中
期
・
短
期
の
金
融
協
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

地
域
開
発
基
金
の
設
立

欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）

三
（
九
三
　
）



（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
（
九
三
二
）

Ｏ
◎
…
；
書
蚕
冒
き
蚤
旨
霧
－
寄
君
暮
；
二
３
壱
箒
肇
・
き
二
量
・
二
§
§
昼
毒
。
暮
・
。
、
尖
、
一
、
、
嚢
◎
ｖ

　
こ
れ
は
通
貨
同
盟
の
前
提
と
な
る
共
同
市
場
の
問
題
で
あ
る
が
本
稿
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
，

　
一
九
六
四
年
四
月
一
五
日
に
中
期
経
済
政
策
委
員
会
の
設
置
が
理
事
会
で
決
定
さ
れ
、
一
九
六
六
年
か
ら
中
期
の
経
済
政
策
計
画
が
策

定
さ
れ
て
い
る
。
短
期
に
つ
い
て
も
中
期
政
策
を
調
整
す
る
た
め
に
は
短
期
毎
の
調
整
が
必
要
と
い
う
考
え
か
ら
政
策
調
整
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
。

　
十
分
な
政
策
の
調
整
が
行
な
わ
れ
て
も
な
お
か
つ
国
際
収
支
の
予
期
せ
ざ
る
困
難
に
陥
っ
た
場
合
の
金
融
協
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
っ
い

て
も
後
述
。

　
地
域
開
発
政
策
は
地
域
間
の
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス
、
ひ
い
て
は
国
家
問
の
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス
を
是
正
す
る
目
的
で
経
済
通
貨
同
盟
の
彬
成
の
た

め
の
一
つ
の
重
要
な
政
策
と
さ
れ
て
い
る
。
地
域
開
発
基
金
は
難
航
の
末
一
九
七
五
年
か
ら
発
足
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
欧
州
共
同
体
の
地
域
経
済
問
題
」
『
立
命
館
経
済
学
』
一
九
七
五
年
一
〇
月
号
参
照
。

五
　
経
済
通
貨
同
盟
の
移
成
と
発
展

１
　
前

　
　
史

バ
ー
ル
案
に
至
る
迄

　
Ｅ
Ｅ
Ｃ
が
経
済
統
合
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
究
極
的
に
は
通
貨
の
統
合
に
ま
で
行
き
っ
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
設
立
を
定
め
た
回
ー
マ
条
約
で
は
通
貨
同
盟
或
は
通
貨
政
策
に
つ
い
て
の
特
別
の
規

定
は
た
い
。

　
「
加
盟
国
は
、
景
気
に
関
連
す
る
政
策
を
共
通
の
利
益
の
問
題
と
し
て
考
え
る
」
（
第
一
〇
三
条
）

　
　
「
各
加
盟
国
は
、
高
水
準
の
雇
用
お
よ
び
価
格
水
準
の
安
定
を
確
保
し
つ
つ
、
国
際
収
支
の
全
体
的
均
衡
を
確
保
し
、
か
つ
、
自



国
通
貨
の
信
用
を
維
持
す
る
た
め
に
、
必
要
な
経
済
政
策
を
遂
行
す
る
」
（
第
一
〇
四
条
）

　
　
「
各
加
盟
国
は
為
替
レ
ー
ト
に
関
す
る
政
策
を
共
通
の
利
益
の
問
題
と
し
て
と
り
扱
う
」
（
第
一
〇
七
条
第
－
項
）

　
　
「
蕎
市
場
の
運
営
に
必
要
な
最
大
限
の
範
囲
に
お
い
て
、
加
盟
国
の
通
貨
問
題
に
関
す
る
政
策
の
調
整
を
助
成
す
る
た
め
に
・

諮
問
機
関
と
し
て
通
貨
評
議
会
を
設
立
す
る
」
（
第
一
〇
五
条
第
２
項
）

又
い
ず
れ
か
の
加
盟
国
で
国
際
収
支
の
不
均
衡
が
発
生
し
た
場
合
の
謹
と
し
て
、
「
他
の
国
か
ら
の
限
ら
れ
た
信
用
の
供
与
一

な
ど
を
含
む
「
相
互
援
助
」
（
第
一
〇
八
条
第
２
項
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
、

実
際
に
通
貨
間
題
に
関
連
す
る
蕎
体
の
行
動
で
あ
る
が
、
元
六
〇
年
代
初
期
箕
通
の
イ
ソ
フ
レ
政
策
と
銘
う
一
た
政
策
が

と
ら
れ
た
が
、
効
果
と
し
て
は
そ
れ
程
の
も
の
で
は
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
・

通
貨
同
盟
に
関
斗
は
一
九
六
二
年
十
二
月
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
責
会
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
た
「
第
二
段
階
の
行
動
計
画
一
で
そ
の
概
要

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
経
済
同
盟
は
遅
く
と
も
過
渡
期
の
終
り
着
加
盟
国
通
貨
の
為
替
相
場
の
固
定
・
即
ち
事

実
上
の
通
貨
同
盟
の
設
立
を
考
え
て
い
る
。
こ
の
通
貨
同
盟
の
決
定
的
な
実
現
は
第
三
段
階
で
あ
り
・
籍
会
議
一
。
一
易
彗
易

竃
、
一
。
。
一
、
。
吻
、
、
。
一
目
則
箏
。
、
一
と
中
央
銀
行
総
裁
会
議
一
・
・
秦
＝
・
。
…
毒
曇
易
雲
婁
一
鼻
纂
麦
９
一
と
が
設
立
さ
れ
・

後
者
は
将
来
の
連
邦
準
傭
銀
行
の
中
央
機
関
と
た
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
◎

こ
れ
と
は
別
に
一
九
六
四
年
末
、
農
産
物
統
扁
格
間
題
で
独
仏
問
の
合
意
が
成
立
し
て
、
嚢
共
通
政
策
が
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
次
つ
た
一
具
体
的
隻
施
竺
九
六
七
／
六
八
年
度
か
ら
一
。
統
一
価
格
は
計
算
単
位
一
量
＝
二
一
葛
一
二
。
又
は
星
；

”
、
目
け
、
冥
一
で
妻
奪
れ
た
共
通
価
格
で
、
こ
れ
は
共
通
通
貨
政
策
へ
の
；
の
大
き
な
前
進
と
当
時
差
さ
れ
た
・
マ
ル
ジ

ョ
ラ
ン
は
当
時
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
欧
州
経
済
通
高
盟
の
発
展
一
葉
一
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
九
三
三
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
一
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
九
一
一
四
一

　
　
「
農
産
物
共
通
価
格
を
大
き
な
困
難
な
と
確
保
す
る
唯
一
の
方
策
、
こ
れ
は
為
替
レ
、
ト
の
固
定
で
あ
る
。
事
実
上
の
固
定
、

１
こ
れ
は
必
要
奮
認
即
ち
法
律
上
の
固
定
を
行
な
い
、
維
持
す
る
圭
ろ
迄
、
速
や
か
に
行
か
淳
れ
ぱ
奮
な
い
。
即
ち
通
貨
同

盟
は
恵
や
夢
で
窪
く
な
一
た
・
或
は
実
際
の
見
込
の
な
い
計
画
で
窪
く
な
つ
た
。
避
げ
ら
れ
た
い
義
務
と
な
つ
た
の
で
あ

竹
一
一
と
・

し
か
し
一
九
六
五
年
八
月
農
業
基
金
の
改
正
及
び
欧
州
議
会
権
限
強
化
、
套
の
理
由
で
フ
ラ
ソ
ス
が
Ｅ
、
・
の
あ
ら
ゆ
る
会
議

を
ボ
イ
一
一
ト
し
・
こ
れ
は
半
年
で
復
帰
し
た
が
、
こ
註
象
徴
さ
れ
る
…
の
停
滞
ム
、
ド
の
中
で
通
貨
統
合
問
題
は
数
年
の

停
滞
を
余
義
た
く
さ
れ
た
。

通
貨
同
盟
一
む
げ
て
の
胎
票
再
び
出
て
く
る
の
は
一
九
六
八
年
二
月
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
委
珪
副
委
員
長
（
当
時
）
の
レ
イ
モ
ソ

．
バ
ー
ル
一
雪
§
蔓
至
は
厚
↓
で
開
か
れ
た
蔵
相
理
事
会
で
次
の
提
案
を
し
て
い
る
。
即
ち
、

○
ｏ
　
加
盟
国
は
共
通
の
合
意
な
し
に
は
平
価
の
変
更
は
行
な
わ
な
い
。

ほ
つ
　
加
盟
国
通
貨
間
の
変
動
の
除
去
と
非
加
盟
国
通
貨
に
対
す
る
同
一
変
動
の
採
用
。

ｏ
ｏ
工
条
整
○
八
条
警
〇
九
条
に
定
め
る
国
際
収
支
困
難
の
場
合
の
相
互
援
助
手
段
、
例
え
ば
多
角
的
相
互
信
用
供

　
　
与
の
網
の
樹
立

○
り
蕎
体
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
用
い
る
べ
き
、
欧
州
計
算
単
位
一
向
暮
§
、
づ
、
、
。
、
声
、
。
、
一
の
定
義
づ
げ
、
で
あ
る
。

　
　
こ
の
提
案
は
一
九
六
八
年
七
月
一
日
を
も
一
て
関
謡
撃
完
成
す
る
こ
と
と
、
一
九
六
七
・
六
八
年
穀
物
年
度
か
烹
麦
の
統

一
価
格
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
妻
え
て
の
提
案
で
あ
一
た
。
こ
の
提
案
は
一
、
マ
に
淳
る
蔵
相
会
議
で
は
そ
れ
程
重
視
さ
れ
な

か
一
た
・
欧
州
通
貨
同
盟
Ｅ
Ｍ
Ｕ
一
向
げ
て
の
第
一
歩
は
一
九
六
八
年
六
月
以
後
の
経
済
．
通
貨
危
讐
経
な
け
れ
窪
婁
か
つ



た
。

　
一
九
六
八
年
五
月
、
フ
ラ
ソ
ス
の
大
学
紛
争
に
端
を
発
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
は
中
旬
に
は
ゼ
ネ
ス
ト
に
迄
発
展
し
、
フ
ラ
ン
ス
経
済

を
麻
庫
さ
せ
た
。
こ
れ
に
当
時
の
ド
ル
危
機
、
ポ
ソ
ド
危
機
が
重
な
り
、
欧
州
に
深
刻
な
通
貨
不
安
が
お
と
ず
れ
た
。
こ
の
不
安
は

一
一
月
に
再
燃
し
、
フ
ラ
ソ
ス
．
フ
ラ
ソ
の
切
下
げ
必
至
と
み
ら
れ
た
。
し
か
し
ド
ゴ
ー
ル
の
拒
否
で
フ
ラ
ソ
の
切
下
げ
は
行
な
わ

れ
な
か
つ
た
が
、
・
Ｅ
・
諸
禺
の
通
貨
協
力
と
経
済
政
策
の
調
整
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
．
九
六
九
年
二
月
二
百

「
共
同
体
内
に
お
け
る
通
貨
協
力
と
経
済
政
策
の
調
整
に
関
す
る
委
員
会
覚
書
」
の
理
事
会
へ
の
提
案
と
な
る
。
こ
れ
が
一
般
に
バ

　
　
（
４
）

－
ル
案
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
バ
ー
ル
案
が
出
て
き
た
が
、
経
済
通
貨
同
盟
を
論
ず
る
場
合
こ
の
案
は
比
較
的
軽
く
扱
わ
れ
て
い
る
・
し

か
し
、
欧
州
通
貨
基
金
Ｅ
Ｍ
Ｆ
設
立
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
前
身
が
現
存
の
欧
州
通
貨
協
力
基
金
で
あ
り
、
そ
の
萌
芽
が
バ
ー
ル
案
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
短
期
の
通
貨
援
助
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
バ
ー
ル
案
も
一
っ
の
大
き
な
ウ
ェ
ィ
ト
が
与
え
ら

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
バ
ー
ル
は
一
九
六
七
年
に
前
任
者
マ
ル
ジ
ヨ
ラ
ソ
に
代
っ
て
経
済
及
び
金
融
担
当
の
委
員
と
な
っ
た
が
、
マ
ル
ジ
ョ
ラ
ソ
の
理
想

主
義
に
対
し
て
バ
ー
ル
は
現
実
主
義
的
で
、
通
貨
同
盟
へ
と
急
ご
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　
彼
は
加
盟
国
の
経
済
政
策
の
中
期
目
標
の
統
一
を
最
重
要
と
考
え
た
。
統
一
す
べ
き
政
策
目
標
と
し
て
生
産
、
雇
用
の
成
長
率
・

物
価
、
国
際
収
支
（
経
常
収
支
及
び
総
合
収
支
）
の
均
衡
な
ど
を
考
え
て
い
る
。
中
期
の
ガ
イ
ド
ラ
ィ
ソ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
は
・

こ
れ
に
関
連
し
た
短
期
の
経
済
政
策
の
協
調
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
で
バ
ー
ル
案
で
は
中
期
及
び
短
期
の
経
済
・
金
融
政
策
の
協
力
・

事
前
の
調
整
の
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
の
作
成
を
提
起
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
調
整
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
期
し
が
た
い
事
情
で
不
均
衡

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
（
九
三
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
（
九
三
六
）

が
発
生
し
・
困
難
に
ー
陥
っ
た
国
が
一
方
的
に
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
措
置
を
と
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
、
遅
滞
す
る
こ
と
た
く
資
金
援
助
を

行
な
う
こ
と
が
必
要
と
し
て
、
短
期
の
通
貨
援
助
、
中
期
の
金
融
援
助
を
提
案
し
て
い
る
。
前
者
は
一
九
七
〇
年
二
月
、
後
者
は
一

九
七
一
年
三
月
に
制
度
と
し
て
打
建
て
ら
れ
た
。

　
　
一
－
一
幕
琴
豪
・
・
暮
；
９
一
．
ぎ
§
豪
・
亀
曇
彗
暮
ｏ
、
葦
・
ニ
ニ
、
ｏ
畠
二
、
、
、
ミ
・
、
、
、
試
。
嚢
、
・

　
　
　
　
Ｏ
ｏ
け
一
］
１
ｏ
ｏ
ド

　
　
一
２
一
寄
雪
琴
暮
具
、
Ｏ
ニ
ニ
。
・
二
三
彗
ま
ｏ
・
昌
昌
一
、
Ｏ
§
萎
§
駄
睾
意
、
、
二
凹
昌
し
§
・
。
。
岸
、
二
、
。
昌
声
．

　
　
　
　
Ｃ
０
Ｎ
叫
ｏ
ｏ
ド
　
・
■
げ
〇
一
Ｂ
ｂ
■
ｏ
叶
四
『
｝
一
ｕ
。
■
ざ
■
Ｏ
ｏ
げ
四
↓
¢
－
Ｏ
◎
§
§
◎
ミ
き
、
ぷ
良
■
ｓ
§
完
～
ミ
～
ミ
・
Ｏ
ｏ
け
・
］
・
り
べ
９

　
　
（
３
）
昌
Ｏ
・
旨
窪
・
Ｐ
幕
暮
§
ｐ
§
８
０
・
彗
昌
身
註
・
二
、
亭
。
昌
。
、
、
一
、
、
二
、
巨

　
　
一
４
一
〇
◎
…
窒
昌
事
暮
§
書
三
・
一
訂
ｏ
・
旨
昌
旨
茅
Ｏ
・
－
・
邑
一
量
書
・
竈
§
邑
。
ｏ
。
－
。
一
。
。
。
”
、
言
。
、
。
一
、
、
二
。
．

　
　
　
　
◎
雇
誉
◎
；
姜
二
訂
Ｏ
・
冒
冒
昌
貴
　
・
・
§
一
聲
９
；
二
■
雲
二
…
。
－
－
§
・
・
二
｝
・
向
一
、
。
Ｏ
、
、
、
Ｏ
。
旨
一
、
ま
、
吻

　
　
　
　
こ
れ
は
一
般
に
第
一
次
バ
ー
ル
案
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
人
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
第
二
次
バ
ー
ル
案
と
い
い
、
一
九
六
八
年
ロ
ー
マ
蔵
相

　
　
　
　
会
議
に
向
け
て
出
さ
れ
た
メ
モ
ラ
ソ
ダ
ム
を
第
一
次
バ
ー
ル
案
と
い
う
人
も
い
る
（
例
え
ほ
　
キ
ｃ
ｏ
Ｎ
，
ｏ
・
、
弓
｝
、
冒
。
一
。
け
四
、
｝
ｑ
づ
－
。
、

　
　
　
　
Ｕ
ｏ
罫
亘
Ｏ
竃
－
射
Ｏ
ｏ
け
．
き
さ
）
た
お
バ
ｉ
ル
案
は
更
に
も
う
一
っ
、
　
一
九
七
〇
年
二
月
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。
第
二
次
と
い
う
べ
き

　
　
　
　
か
、
第
三
次
と
い
う
べ
き
か
。
こ
れ
は
通
貨
同
盟
具
体
化
の
段
階
分
け
を
し
た
も
の
で
、
ウ
ヱ
ル
ナ
ー
計
画
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

２
　
経
済
通
貨
同
盟
の
発
足

　
一
九
六
九
年
の
ハ
ー
グ
首
脳
会
議
で
通
貨
統
合
間
題
が
前
面
に
出
て
き
た
。
こ
の
会
議
は
Ｅ
Ｃ
の
「
完
成
」
　
「
強
化
」
　
「
拡
大
」

の
三
つ
の
目
標
を
設
定
し
た
い
わ
ぱ
歴
史
的
な
会
議
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
化
と
い
う
の
は
経
済
通
貨
同
盟
へ
の
前
進
を
意
味
し
て
い

る
・
通
貨
同
盟
が
こ
の
時
点
で
前
面
に
出
て
き
た
理
由
に
っ
い
て
は
既
に
述
べ
た
こ
と
と
一
部
重
複
す
る
が
、
要
点
を
箇
条
的
に
列



記
す
れ
ば
、
〇
一
九
六
八
年
に
関
税
同
盟
が
完
成
し
、
六
九
年
末
で
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
過
渡
期
の
段
階
が
完
了
す
る
に
あ
た
っ
て
七
〇
年
代

の
目
標
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
◎
共
通
農
業
政
策
の
維
持
の
必
要
性
か
ら
、
　
経
済
統
合
の
行
き
づ
ま
り
を
通
貨
統

合
で
打
開
し
よ
う
と
考
え
た
こ
と
、
＠
ド
ル
の
変
動
に
振
回
さ
れ
な
い
安
定
し
た
独
自
の
通
貨
圏
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
こ

れ
で
あ
る
。

　
ハ
ー
グ
会
議
の
最
終
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
で
通
貨
同
盟
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

　
Ｑ
一
九
六
九
年
二
月
一
二
日
の
委
員
会
覚
書
（
バ
ー
ル
案
）
を
基
礎
と
し
て
経
済
通
貨
同
盟
を
創
設
す
る
た
め
の
段
階
的
計
画
を
一

九
七
〇
年
中
に
理
事
会
が
作
成
す
る
。
　
通
貨
協
力
は
各
国
経
済
政
策
の
調
整
に
基
づ
く
こ
と
、
　
欧
州
準
備
基
金
（
｝
冒
昌
肩
彗

Ｈ
霧
賢
き
｛
昌
戸
；
｛
ｇ
穿
｛
ｏ
『
殴
胃
き
昌
；
息
竃
罵
）
の
創
設
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
。

　
ハ
ー
グ
会
議
を
う
げ
て
通
貨
同
盟
に
関
す
る
議
論
が
活
灌
に
た
り
、
西
ド
ィ
ッ
に
代
表
さ
れ
る
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
（
通
貨
統
合
の
前

提
と
し
て
密
接
な
経
済
統
合
の
前
進
を
先
行
さ
す
べ
き
と
の
考
え
）
と
フ
ラ
ソ
ス
に
代
表
さ
れ
る
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
（
経
済
統
合
の
危
機
を
打
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

す
る
た
め
通
貨
統
合
の
実
現
を
行
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
考
え
）
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
一
応
両
者
を
折
衷
し
た
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
の
形
で
ウ
ェ

ル
ナ
ー
報
告
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
を
基
礎
に
一
九
七
一
年
二
月
九
日
に
「
経
済
通
貨
同
盟
の
段
階
的
実
現
に
関
す
る
決
議
」
が
理

事
会
で
採
択
さ
れ
、
同
年
一
月
一
目
に
遡
っ
て
経
済
通
貨
同
盟
の
発
足
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
こ
の
通
貨
同
盟
は
第
一
段
階
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
目
標
を
定
め
て
い
る
。
Ｑ
中
央
銀
行
総
裁
会
議
の
開
催
、
◎
国
際
通
貨
問
題

で
は
共
通
の
立
場
を
と
る
、
　
為
替
相
場
の
変
動
幅
の
縮
小
、
＠
域
内
為
替
変
動
幅
維
持
の
た
め
の
介
入
は
加
盟
国
通
貨
で
行
な
う
、

　
「
欧
州
通
貨
協
カ
基
金
」
を
設
立
す
る
、
＠
「
中
期
金
融
援
助
機
構
」
を
設
立
す
る
。

　
こ
こ
で
為
替
変
動
幅
の
縮
小
は
一
九
七
一
年
六
月
一
五
目
か
ら
実
施
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
矢
先
の
五
月
五
目
に
集
中
的

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
（
九
三
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
（
九
三
八
）

投
機
を
あ
び
た
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
は
変
動
制
に
移
行
し
、
六
月
一
五
日
の
変
動
幅
縮
小
は
見
送
り
と
な
っ
た
。
同
年
一
二
月
八
目

の
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ソ
合
意
で
、
国
際
通
貨
体
制
は
従
来
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
よ
り
も
変
動
幅
を
拡
大
し
（
上
下
そ
れ
ぞ
れ
二
．
二
五
％
、
合
計
四

・
五
％
）
、
　
一
応
国
際
通
貨
の
混
乱
は
ハ
康
状
態
を
得
た
。
　
こ
れ
を
見
極
め
た
上
で
一
九
七
二
年
四
月
二
四
日
か
ら
Ｅ
Ｅ
Ｃ
は
為
替

変
動
幅
の
縮
小
に
入
っ
た
。
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ソ
体
制
の
も
と
で
ド
ル
を
中
心
と
し
た
各
国
通
貨
の
変
動
幅
は
四
・
五
％
で
あ
る
が
、
Ｅ

Ｅ
Ｃ
通
貨
は
こ
の
変
動
幅
を
フ
ル
に
活
用
し
つ
つ
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
通
貨
相
互
問
の
変
動
幅
は
二
・
二
五
劣
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

「
ト
ソ
ネ
ル
の
中
の
ヘ
ビ
」
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
体
制
は
一
年
あ
ま
り
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
一
九
七
三
年
二

月
　
　
三
月
に
か
げ
て
通
貨
投
機
の
嵐
は
資
本
主
義
諾
国
の
通
貨
を
お
そ
い
、
三
月
一
目
に
欧
州
各
国
の
中
央
銀
行
は
遂
に
ド
ル
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

入
を
停
止
し
、
ド
ル
に
対
し
て
変
動
制
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
　
「
ヘ
ピ
」
参
加
国
問
の
縮
小
さ
れ
た
変
動
幅
は
二
・
二
五
劣
に
維
持

さ
れ
た
か
ら
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
諾
国
通
貨
は
ド
ル
に
対
し
て
共
同
変
動
制
に
入
る
こ
と
と
た
っ
た
の
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
ト
ソ
ネ
ル
か
ら
出

た
ヘ
ピ
」
）
。

　
　
（
１
）
　
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
対
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
対
立
、
或
は
超
国
家
的
統
合
に
反
対
の
フ
ラ
ソ
ス
と
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
の
論
理
的
関
係
に
つ
い
て
筆

　
　
　
　
者
も
意
見
が
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
で
省
略
す
る
。
こ
の
問
題
に
っ
い
て
は
以
下
の
論
著
で
一
定
の
論
及
が
あ
る
。

　
　
　
　
木
下
悦
二
「
経
済
・
通
貨
同
盟
の
成
立
過
程
」
　
『
産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
６
４
・
６
５
合
併
号

　
　
　
　
戸
崎
　
徹
『
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
の
捗
成
と
展
開
』

　
　
　
　
－
ｇ
斤
轟
↓
。
。
昌
斤
巴
ぎ
『
ざ
事
Ｎ
ミ
８
§
～
肉
ｓ
§
§
｛
ｓ
県
向
ミ
、
ｇ
～
§
§
◎
ミ
ざ
ミ
掌
“
翁
ミ
ぎ
ミ
岩
ミ

　
　
　
　
声
．
ｃ
ｏ
Ｎ
叫
ｏ
ｏ
ド
忌
．
、
“
．

　
　
（
２
）
第
一
段
階
は
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
七
三
年
迄
と
な
っ
て
い
た
。
第
二
段
階
へ
の
移
行
（
↓
Ｓ
易
ま
旨
ざ
亭
ｏ
ｃ
ｏ
８
◎
箏
｛
ｃ
ｏ
け
品
¢
）
．

　
　
　
　
も
第
二
段
階
と
は
何
か
の
必
ら
ず
し
も
明
確
な
定
義
づ
げ
が
な
い
ま
ま
弓
§
易
三
９
８
臼
竃
８
邑
。
。
一
品
Ｏ
と
い
う
彩
で
地
域
開
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
基
金
の
設
置
、
短
期
通
貨
援
助
の
拡
大
な
ど
と
一
括
提
案
さ
れ
、
七
三
年
一
二
月
一
七
目
の
理
事
会
で
一
応
「
一
っ
の
第
二
段
階
」
へ
の



　
　
移
行
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
地
域
開
発
基
金
の
創
設
は
こ
の
時
点
で
は
合
意
さ
れ
ず
事
実
上
は
第
二
段
階
移
行
は
凍
結
さ
れ
た
。
こ
れ

　
　
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
。

　
　
　
目
Ｏ
Ｏ
◎
昌
昌
．
げ
ｏ
ｏ
｛
◎
箏
－
　
団
■
Ｈ
Ｈ
ｏ
■
■
◎
｛
一
｝
ｏ
向
目
Ｈ
◎
り
ｏ
～
■
Ｏ
◎
昌
－
昌
岸
箏
ざ
－
¢
ｏ
つ
－
ｏ
べ
ｃ
◎
オ
◎
．
Ｈ
－
－
　
Ｐ
Ｈ
ｏ

　
　
向
Ｏ
Ｏ
◎
昌
Ｈ
旨
げ
ｏ
り
－
◎
箏
－
　
団
目
－
ｏ
饒
箏
◎
｛
け
｝
ｏ
目
目
ｈ
◎
ｏ
ｏ
～
■
Ｏ
◎
昌
昌
声
箏
－
饒
¢
ｏ
０
Ｈ
り
べ
ｏ
◎
オ
◎
．
Ｈ
Ｎ
．
　
Ｐ
ト
仁

　
　
向
Ｏ
Ｏ
◎
昌
．
一
Ｂ
げ
ｍ
一
－
◎
目
－
　
巾
貝
Ｈ
Ｈ
¢
巨
箏
ｏ
叶
け
｝
¢
向
■
Ｈ
◎
り
ｏ
～
■
Ｏ
◎
昌
１
】
Ｂ
自
■
－
＝
ｏ
ｏ
Ｈ
り
べ
仁
オ
◎
．
Ｈ
．
勺
．
切

　
　
　
■
◎
鼻
鶉
豪
◎
鼻
き
。
・
一
◎
り
９
け
．
Ｏ
．
Ｈ
胃
－
缶
Ｏ
．

　
　
小
野
朝
男
『
国
際
通
貨
体
制
』
二
二
二
－
二
二
三
頁

（
３
）
英
国
は
こ
の
「
ヘ
ビ
」
に
発
足
と
同
時
に
（
そ
の
時
は
Ｅ
Ｃ
に
未
だ
加
盟
す
る
前
）
参
加
し
た
が
２
ヵ
月
後
に
は
脱
落
、
イ
タ
リ
ー
一

　
　
リ
ラ
は
一
九
七
三
年
二
月
二
二
目
に
離
脱
、
フ
ラ
ソ
ス
は
一
九
七
四
年
一
月
一
九
目
に
離
脱
、
七
五
年
七
月
に
復
帰
、
七
六
年
三
月
再
離

　
　
脱
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
ヘ
ビ
」
参
加
国
は
Ｅ
Ｃ
諸
国
で
は
西
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

　
　
グ
、
デ
ソ
マ
ー
ク
の
五
ヵ
国
、
他
に
当
時
は
ス
ェ
ー
デ
ソ
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
参
加
し
て
い
た
。

３
　
為
替
相
場
変
動
幅
縮
小
の
意
味
と
介
入
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
為
替
変
動
幅
の
縮
小
（
ヘ
ピ
）
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
い
え
る
こ
と
は
こ
の
縮
小
は
変
動
幅
の
廃

止
（
完
全
固
定
化
）
へ
向
か
っ
て
の
第
一
歩
で
あ
り
、
統
合
の
進
展
に
従
っ
て
幅
は
更
に
縮
小
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
第
一

の
意
味
で
あ
る
。

　
次
に
二
．
二
五
％
の
意
味
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
一
二
月
八
目
に
合
意
に
達
し
た
ス
ミ
ソ
ニ
ァ
ソ
体
制
の
も
と
で
は
、
各
国
通
貨

は
米
ド
ル
に
対
し
て
上
下
各
二
．
二
五
ガ
の
変
動
幅
を
も
っ
。
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
が
上
限
の
プ
ラ
ス
ニ
・
二
五
％
に
あ
り
、
フ
ラ

ソ
ス
．
フ
ラ
ソ
が
下
隈
の
マ
イ
ナ
ス
ニ
・
二
五
劣
に
。
あ
る
と
す
る
と
、
両
者
の
幅
は
四
・
五
％
と
い
う
こ
と
に
。
な
る
。
更
に
極
端
な

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
九
三
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
九
四
〇
）

例
を
あ
げ
る
と
、
西
ド
ィ
ッ
・
マ
ル
ク
が
上
限
か
ら
下
限
に
転
落
し
（
四
・
五
％
の
下
落
）
、
　
同
じ
時
期
に
フ
ラ
ソ
ス
．
フ
ラ
ソ
が
下

隈
か
ら
上
限
に
騰
貴
（
四
・
五
％
騰
貴
）
し
た
と
す
る
と
、
両
者
の
相
対
的
関
係
は
合
せ
て
九
劣
の
変
動
と
な
る
。
ド
ル
と
の
欄
係
で

は
二
・
二
五
劣
の
変
動
幅
に
す
ぎ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
通
貨
の
ド
ル
離
れ
、
独
自
性
な
ど
と
い
っ
て
も
、
結
局
決
済

に
使
わ
れ
る
通
貨
、
準
備
と
し
て
保
有
さ
れ
る
通
貨
は
相
対
的
に
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
関
係
か
ら
す

る
な
ら
ば
Ｅ
Ｃ
通
貨
相
互
問
の
関
係
よ
り
何
れ
の
国
も
ド
ル
と
の
関
係
の
方
が
安
定
し
て
お
り
、
必
然
的
に
ド
ル
が
選
好
さ
れ
ざ
る

を
得
た
い
。
Ｅ
Ｃ
通
貨
の
ド
ル
依
存
離
脱
を
考
え
る
た
ら
ば
、
相
互
間
の
変
動
幅
を
二
・
二
五
％
以
内
に
抑
え
る
必
要
が
あ
る
。
委

員
会
の
提
案
は
二
％
で
あ
っ
た
が
結
局
二
・
二
五
％
に
落
着
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
介
入
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
移
ろ
う
。
こ
れ
は
ト
ソ
ネ
ル
の
中
に
お
げ
る
場
合
、
ト
ソ
ネ
ル
か
ら
出
た
場
合
、
一
九
七
八
年
秋
Ｅ

Ｍ
Ｓ
に
お
げ
る
介
入
方
法
に
っ
い
て
な
さ
れ
た
議
論
な
ど
が
関
連
す
る
。

　
１
ま
ず
変
動
幅
は
ト
ソ
ネ
ル
の
中
と
い
う
限
ら
れ
た
幅
の
中
で
あ
っ
て
も
、
ヘ
ピ
が
ト
ソ
ネ
ル
中
の
ど
の
位
置
を
占
め
る
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
あ
る
国
は
低
イ
ソ
フ
レ
政
策
を
重
点
政
策
と
す
れ
ば
ヘ
ビ
を
上
の
方
へ
引
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
し
、
別
の
他
の
国

は
雇
用
の
拡
大
に
力
点
を
お
い
て
イ
ソ
フ
レ
止
む
な
し
と
す
れ
ば
ヘ
ビ
を
下
の
方
へ
引
下
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
力
学
の
中

で
ヘ
ピ
を
ど
の
よ
う
に
操
縦
す
る
か
（
ど
の
よ
う
な
原
則
で
介
入
す
る
か
）
は
各
国
の
利
害
と
か
ら
む
間
題
で
あ
る
。

　
ア
ソ
シ
ォ
報
告
で
一
っ
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
バ
ス
ヵ
ル
・
サ
ラ
ソ
は
ア
ソ
シ
ォ
報
告
を
説
明
す
る
前
に
現
実
的
で
は
狂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

い
が
と
断
わ
っ
た
上
で
、
技
術
的
に
は
極
め
て
容
易
た
方
法
と
し
て
次
の
方
法
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
も
と
で
各
国

通
貨
が
ド
ル
に
リ
ソ
ク
し
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
通
貨
の
中
で
ど
れ
か
の
国
の
通
貨
（
ど
の
国
で
も
よ
い
）
を
基
軸
に
据
え
て
、
そ
の
通

貨
の
変
動
を
中
心
に
し
て
ニ
ニ
一
五
％
の
変
動
帯
を
こ
し
ら
え
る
、
つ
ま
り
そ
の
国
の
通
貨
を
中
心
と
し
て
上
下
各
一
．
二
壷
％



以
内
で
変
動
す
る
よ
う
に
介
入
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
方
法
は
幅
四
・
五
％
と
い
う
ト
ソ
ネ
ル
の
中
で
二
。
二
五
％

の
バ
ソ
ド
を
こ
し
ら
え
る
と
い
う
単
な
る
技
術
的
に
最
も
容
易
な
方
法
と
い
う
だ
げ
で
、
そ
れ
で
は
ど
の
国
の
通
貨
を
基
軸
に
据
え

る
か
と
い
う
と
、
各
国
の
利
害
が
か
ら
む
し
、
政
治
的
に
も
、
経
済
論
理
か
ら
し
て
も
現
実
性
は
持
た
な
い
（
た
だ
し
、
ポ
ソ
ド
．
ス

タ
ー
リ
ソ
グ
と
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
・
ポ
ソ
ド
、
又
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ソ
と
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
・
フ
ラ
ソ
は
こ
の
よ
う
な
彬
の
リ
ソ
ク
を
行
な
っ
て
い
る

と
い
う
実
例
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
）
。
そ
こ
で
こ
の
技
術
の
応
用
又
は
発
展
と
し
て
別
の
捗
で
基
軸
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
が

考
え
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
ド
ル
の
共
同
体
水
準
（
亭
ｏ
，
Ｏ
◎
旨
昌
旨
身
－
睾
〇
一
、
ｏ
｛
亭
¢
３
－
－
胃
二
〇
己
き
彗
ｏ
◎
旨
旨
書
邑
冨
書

３
旨
『
）
」
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
報
告
と
同
時
に
そ
の
附
属
文
書
と
し
て
提
出
さ
れ
た
変
動
幅
の
縮
小
或
は
介
入
手
続
き
に
関
す
る

技
術
的
側
面
を
扱
っ
た
専
門
家
の
報
告
と
し
て
出
さ
れ
た
ア
ソ
シ
オ
兼
告
で
ド
ル
の
「
共
同
体
水
準
」
の
設
定
と
そ
の
上
下
で
合
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

て
一
・
二
劣
の
変
動
幅
の
維
持
を
提
案
し
て
い
る
（
こ
の
時
点
は
ま
だ
ス
ミ
ソ
ニ
ァ
ソ
体
制
以
前
、
即
ち
旧
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
も
と
で
Ｅ
Ｃ
諸
国

は
ド
ル
に
対
し
て
○
・
七
五
％
の
変
動
幅
、
上
下
合
せ
て
一
・
五
劣
の
変
動
幅
を
も
っ
て
お
り
、
ア
ソ
シ
オ
報
告
で
は
こ
の
幅
の
ト
ソ
ネ
ル
の
中
で

Ｅ
Ｃ
通
貨
の
変
動
幅
を
一
・
二
％
に
し
よ
う
と
の
提
案
で
あ
っ
た
）
。

　
「
共
同
体
水
準
」
の
難
点
は
、
こ
の
水
準
そ
の
も
の
が
一
っ
の
仮
空
の
水
準
で
あ
り
、
一
定
の
方
法
で
毎
日
こ
れ
を
計
算
し
た
げ

れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
仮
空
と
い
っ
て
も
、
各
国
通
貨
の
対
ド
ル
実
勢
レ
ー
ト
が
基
礎
に
た
る
の
で
、
一
定
の
方
法
さ
え
き

ま
れ
ば
、
例
え
毎
日
計
算
す
る
と
し
て
も
、
計
算
そ
の
も
の
は
そ
れ
程
や
っ
か
い
な
も
の
で
は
な
い
。
要
は
計
算
以
前
の
間
題
、
即

ち
あ
る
国
は
こ
の
水
準
を
出
来
る
だ
げ
高
い
水
準
に
お
き
、
自
国
通
貨
が
ト
ソ
ネ
ル
の
上
限
に
は
り
っ
く
こ
と
に
利
益
を
感
じ
、
他

の
国
は
そ
の
逆
と
す
る
な
ら
ぽ
、
先
に
言
及
し
た
と
同
じ
力
学
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
原
則
で
こ
の
「
共
同
体
水
準
」
を
算
出
す
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
こ
の
方
法
は
実
際
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
（
九
四
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
（
九
四
二
）

　
第
三
の
方
法
は
こ
う
で
あ
る
。
中
央
銀
行
は
共
同
体
通
貨
で
相
互
に
介
入
し
あ
い
、
ド
ル
は
原
則
と
し
て
介
入
通
貨
に
し
な
い
方

法
で
あ
る
。
ド
ル
を
介
入
通
貨
と
し
な
げ
れ
ぽ
、
中
央
銀
行
は
ド
ル
を
準
備
通
貨
と
し
て
保
有
す
る
の
を
大
き
く
減
少
さ
せ
、
Ｅ
Ｃ

通
貨
の
主
体
性
を
発
揮
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
こ
の
方
法
を
説
明
す
る
た
め
に
便
宜
上
二
国
だ
げ
を
考
え
る
。
例
え
ば
西
ド

イ
ツ
と
フ
ラ
ソ
ス
と
し
よ
う
。
西
ド
イ
ツ
通
貨
が
上
に
、
フ
ラ
ソ
ス
通
貨
が
下
に
あ
っ
て
そ
の
開
き
は
丁
度
ヘ
ビ
の
幅
と
同
じ
二
・

二
五
劣
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
両
国
通
貨
の
幅
が
更
に
開
こ
う
と
し
た
場
合
、
両
国
で
介
入
が
始
ま
る
。
西
ド
ィ
ツ
で
は
中
央
銀
行
は

マ
ル
ク
を
売
っ
て
フ
ラ
ソ
ス
．
フ
ラ
ソ
を
買
い
、
フ
ラ
ソ
ス
で
は
中
央
銀
行
は
同
じ
く
マ
ル
ク
を
売
っ
て
フ
ラ
ソ
を
買
上
げ
る
（
こ

の
場
合
フ
ラ
ソ
ス
中
央
銀
行
が
マ
ル
ク
を
持
た
な
い
場
合
は
短
期
の
援
助
で
西
ド
イ
ツ
中
央
銀
行
か
ら
借
り
る
こ
と
に
ー
な
る
）
。
今
二
国
に
つ
い

て
見
た
が
こ
の
場
合
は
一
ル
ク
対
フ
ラ
ソ
と
い
う
；
の
ク
ロ
ス
・
レ
ー
ト
に
な
る
が
、
を
・
カ
国
で
あ
れ
ば
、
す
一
工
一
の

ク
回
ス
・
レ
ー
ト
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
（
つ
ま
り
ｎ
カ
国
の
う
ち
ど
れ
か
一
国
を
と
る
と
、
相
手
国
は
（
■
－
－
）
国
で
あ
り
、
そ
の
国

の
通
貨
に
対
し
て
（
箏
．
一
）
の
レ
ー
ト
が
存
在
す
る
。
ｎ
ヵ
国
の
ど
の
国
に
対
し
て
も
こ
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
ｎ
倍
す
る
が
、
こ
う
す
る
と
一

っ
の
レ
ー
ト
を
両
方
の
国
か
ら
二
度
算
え
る
こ
と
に
た
る
の
で
２
で
割
っ
た
の
が
、
こ
の
式
で
あ
る
）
。
Ｅ
Ｃ
９
カ
国
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

三
六
の
ク
ロ
ス
・
レ
ー
ト
の
網
の
目
（
霊
ま
｝
置
早
胃
旨
ｏ
ま
り
～
Ｈ
ま
　
　
平
価
の
格
子
）
が
で
き
上
り
、
　
こ
の
パ
リ
テ
ィ
・
グ
リ

ッ
ド
の
上
限
の
通
貨
と
下
限
の
通
貨
が
二
・
二
五
％
の
幅
を
超
え
よ
う
と
し
た
時
、
相
方
の
通
貨
が
介
入
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　
こ
の
方
法
で
確
か
に
二
・
二
五
劣
の
幅
は
維
持
で
き
る
が
、
一
っ
に
は
ド
ル
と
の
関
係
で
は
不
安
定
で
ど
こ
へ
動
く
か
わ
か
ら
な

い
、
即
ち
、
ト
ソ
ネ
ル
の
中
に
お
さ
ま
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ド
ル
に
よ
る
介
入
も
併
用
し
た
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
更

に
も
う
一
つ
、
上
と
下
の
通
貨
が
二
・
二
五
彩
の
幅
を
超
え
よ
う
と
し
た
場
合
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
上
の
通
貨
が
騰
貴
し
た
の
か
、

下
の
通
貨
が
下
落
し
た
の
か
、
つ
ま
り
介
入
さ
る
べ
き
通
貨
が
何
れ
な
の
か
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
両
方
に
責
任
を
も
た
せ
よ
う
と
す



る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
上
の
国
と
下
の
国
が
平
等
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
下
の
国
は
介
入
の
為
に
上
の
国
の
通
貨
を
借
り
ね

ば
な
ら
ず
、
債
務
国
の
立
場
に
立
た
さ
れ
不
利
に
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　
か
く
し
て
ド
ル
と
の
関
係
で
第
四
番
目
の
方
法
が
登
場
す
る
。
即
ち
「
ヘ
ビ
」
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
上
限
と
下
限

で
共
同
体
の
通
貨
で
介
入
し
、
ト
ソ
ネ
ル
か
ら
出
よ
う
と
す
る
場
合
は
ド
ル
で
介
入
す
る
と
い
う
方
法
で
、
こ
れ
が
、
一
九
七
二
年

四
月
二
四
目
「
ト
ソ
ネ
ル
の
ヘ
ビ
」
が
始
動
し
た
時
に
実
際
に
と
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
。
こ
の
「
ヘ
ビ
」
を
始
動
さ
せ
る
に
あ
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

一
九
七
二
年
三
月
二
一
日
に
な
さ
れ
た
「
理
事
会
及
び
加
盟
国
政
府
代
表
の
決
議
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
中
央
銀
行
は
自
国
の
外
国
為
替
市
場
に
お
い
て
、
以
下
の
原
則
に
従
っ
て
介
入
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
。

　
◎
　
関
係
す
る
外
国
為
替
市
場
に
お
い
て
為
替
相
場
が
パ
ラ
グ
ラ
フ
ー
で
許
容
さ
れ
て
い
る
変
動
の
最
高
限
度
（
筆
者
注
－
二
．
二
五
％
の
こ
と
）

　
　
に
達
し
た
時
は
共
同
体
通
貨
で
介
入
す
る
。

　
◎
　
関
係
す
る
外
国
為
替
市
場
で
ド
ル
の
為
替
相
場
が
国
際
通
貨
基
金
の
規
則
で
許
容
さ
れ
て
い
る
最
高
限
度
に
達
し
た
時
は
Ｕ
Ｓ
ド
ル
で
介
入

　
　
す
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
変
動
の
限
界
内
の
場
合
は
中
央
銀
行
問
の
合
同
決
定
の
後
に
介
入
が
行
た
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
＠
の
場
合
す
た
わ
ち
「
ト
ソ
ネ
ル
」
の
中
で
「
ヘ
ピ
」
が
ど
の
位
置
を
占
め
る
べ
き
か
に
っ
い
て
は
「
中
央
銀
行

の
合
同
決
定
の
後
に
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
後
中
央
銀
行
が
如
何
な
る
決
定
を
な
し
た
か
に
っ
い
て
の
原
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

を
持
た
な
い
が
、
パ
ス
カ
ル
・
サ
ラ
ソ
の
説
明
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
七
三
年
一
月
一
目
か
ら
実
施
さ
れ
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
次
の
言

及
が
あ
る
。

○
　
白
国
通
貨
の
為
替
相
場
が
「
ヘ
ビ
」
の
内
都
、
即
ち
共
同
体
変
動
幅
の
内
部
に
あ
る
場
合
は
、
例
外
的
な
場
合
以
外
は
介
入
を

　
つ
っ
し
む
。

　
　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
（
九
四
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
（
九
四
四
）

◎
　
ト
ソ
ネ
ル
の
中
に
お
げ
る
「
ヘ
ビ
」
の
位
置
は
市
場
の
力
で
決
定
さ
れ
、
日
々
の
「
ド
ル
の
共
同
体
水
準
」
を
決
め
る
こ
と
に

　
は
拠
ら
な
い
。

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
ト
ソ
ネ
ル
の
ヘ
ピ
」
は
一
年
あ
ま
り
し
か
維
持
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
共
同
変
動
制
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

行
に
際
し
て
理
事
会
の
行
な
っ
た
言
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
理
事
会
は
公
式
に
次
の
決
定
を
記
録
に
と
ど
め
た
。

○
り
　
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
、
デ
ソ
マ
ー
ク
・
ク
ロ
ー
ネ
、
フ
ロ
ー
リ
ソ
、
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ソ
、
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
・
フ
ラ
ソ
、
フ
ラ

　
ソ
ス
．
フ
ラ
ソ
の
問
の
現
物
の
最
大
の
変
動
幅
を
二
・
二
五
劣
に
維
持
す
る
。
二
重
相
場
制
を
採
用
し
て
い
る
加
盟
国
に
対
し
て

　
は
、
こ
の
実
施
は
観
制
さ
れ
た
市
場
に
対
し
て
の
み
適
用
す
る
。

に
↓
　
中
央
銀
行
が
Ｕ
Ｓ
ド
ル
の
変
動
幅
に
対
し
て
介
入
す
る
義
務
を
解
く
。

　
つ
ま
り
一
九
七
三
年
三
月
一
九
日
、
Ｅ
Ｃ
通
貨
の
「
ヘ
ピ
」
が
共
同
変
動
制
に
入
っ
た
時
か
ら
以
後
は
第
三
の
方
法
、
即
ち
バ
リ

テ
ィ
．
グ
リ
ッ
ト
方
式
が
と
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
見
た
よ
う
に
債
務
国
が
不
利
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
げ
で
一
九
七
八
年
七
月
六
・
七
目
の
ブ
レ
ー
メ
ソ
会
議
で
欧
州
通
貨
制
度
Ｅ
Ｍ
Ｓ
創
設
の
方
向
が
出
さ
れ
た
後
に

お
い
て
も
、
こ
の
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
中
で
採
用
さ
る
べ
き
介
入
メ
ヵ
コ
ズ
ム
に
っ
い
て
の
議
論
が
あ
っ
た
。
こ
の
パ
リ
デ
ィ
・
グ
リ
ッ
ド
方

式
と
、
通
貨
バ
ス
ヶ
ツ
ト
方
式
で
あ
る
。
後
者
に
っ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
一
九
七
四
年
六
月
二
八
日
に
加
盟
因
通
貨
価
値
の

荷
重
平
均
（
い
わ
ゆ
る
通
貨
バ
ス
ヶ
ツ
ト
方
式
）
で
新
し
く
定
義
づ
げ
ら
れ
た
欧
州
計
算
単
位
（
Ｅ
Ｕ
Ａ
）
が
発
足
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
。

そ
し
て
前
に
述
べ
た
「
ド
ル
の
共
同
体
水
準
」
の
か
わ
り
に
Ｕ
Ｃ
Ｅ
が
発
展
し
た
形
の
Ｅ
Ｃ
Ｕ
（
欧
州
通
貨
単
位
）
を
据
え
よ
う
と
い



う
考
え
で
あ
り
、
第
二
の
方
法
の
変
形
で
あ
る
。
従
っ
て
両
者
の
長
短
、
利
害
関
係
は
既
に
論
じ
た
と
う
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
欧
州
通
貨
制
度
を
設
立
す
る
一
九
七
八
年
二
一
月
五
目
の
欧
州
理
事
会
決
議
に
よ
る
と
こ
の
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
介
入
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
は
次
の

よ
う
に
た
っ
て
い
る
。

　
各
通
貨
は
Ｅ
Ｃ
Ｕ
に
対
し
て
中
心
レ
ー
ト
を
持
っ
。
こ
の
中
心
レ
ー
ト
は
二
国
問
の
為
替
相
場
の
グ
リ
ッ
ド
を
移
成
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。

こ
の
中
心
レ
ー
ト
の
周
囲
に
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
ニ
・
二
五
劣
の
変
動
幅
が
っ
く
ら
れ
る
。
現
在
変
動
相
場
制
を
採
用
し
て
い
る
Ｅ
Ｃ
諸
国
は
Ｅ

Ｍ
Ｓ
発
足
に
あ
た
り
プ
ラ
ス
・
マ
ィ
ナ
ス
ー
６
％
の
広
い
変
動
幅
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。

　
原
則
と
し
て
介
入
は
参
加
国
通
貨
で
行
な
わ
れ
る
。

　
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
バ
ス
ヶ
ツ
ト
方
式
は
共
同
体
通
貨
間
の
乖
離
の
度
合
を
検
知
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
乖
離
の
認
定
は
各
通
貨
に
許
さ
れ
て

い
る
変
動
幅
の
七
五
％
に
。
達
し
た
時
で
あ
る
。

　
こ
の
乖
離
認
定
の
域
を
超
え
た
場
合
当
該
通
貨
当
局
は
以
下
の
適
当
な
措
置
に
よ
り
事
態
を
改
善
す
る
。
回
様
々
な
介
入
、
¢
オ
国
内
通
貨
政
策

上
の
措
置
、
ｏ
セ
ソ
ト
ラ
ル
レ
ー
ト
の
変
更
、
ゆ
そ
の
他
の
経
済
政
策

（
１
）
　
勺
易
Ｓ
－
ｏ
ｏ
巴
｛
Ｐ
§
．
ミ
．
ｏ
Ｐ
農
ｏ
～
農
ｏ
．

（
２
）
　
ト
易
｛
書
ｋ
昌
君
号
正
確
に
い
え
ぱ
、
ｏ
◎
昌
昌
葦
窒
ｏ
｛
○
◎
き
昌
◎
易
◎
｛
亭
ｏ
ｏ
彗
９
巴
団
竃
訂
◎
｛
亭
¢
峯
¢
昌
げ
睾
ｏ
ｏ
訂
け
霧
◎
｛

　
　
一
｝
¢
向
■
『
◎
り
¢
Ｐ
■
向
ｏ
◎
目
◎
一
８
－
ｏ
Ｏ
◎
昌
－
一
Ｂ
旨
■
｝
｝
－
　
０
９
旨
岸
け
ｏ
¢
◎
｛
向
ｋ
り
０
Ｈ
け
ｏ
ｏ
Ｏ
『
¢
ｏ
ｏ
－
Ｐ
¢
仙
◎
く
０
ｈ
一
Ｕ
＜
　
団
｝
Ｈ
◎
箏
　
声
■
ｏ
ｏ
－
｝
■
…
、
内
ｏ
Ｏ
◎
『
け
　
◎
■

　
　
◎
崖
ｏ
ｏ
ｏ
弐
◎
箏
ｍ
一
り
■
一
げ
く
一
｝
¢
Ｏ
◎
昌
一
８
．
岸
け
＠
ｏ
り
『
〆
－
｛
¢
｛
◎
く
¢
Ｈ
一
Ｕ
Ｈ
く
ｈ
一
　
尋
０
Ｈ
■
０
Ｈ
、
　
－
声
■
胴
■
ｏ
ｏ
け
Ｈ
ｏ
べ
◎
．

　
　
　
こ
れ
に
っ
い
て
は
「
目
経
調
資
料
」
７
０
１
２
１
に
仮
訳
が
あ
る
。
又
共
同
体
水
準
に
関
す
る
邦
語
の
文
献
で
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
鍵
翻
冨
際
金
融
論
の
新
展
開
一
…
一
一
－
…
六
頁

　
　
　
幸
田
精
蔵
編
『
外
国
為
替
論
入
門
』
一
四
〇
頁

（
３
）
　
内
易
◎
巨
ま
◎
目
◎
｛
亭
ｏ
ｏ
ｏ
目
箏
ｏ
－
四
箏
｛
◎
｛
亭
ｏ
射
¢
０
Ｈ
窮
ｏ
箏
３
け
享
易
◎
｛
亭
ｏ
○
◎
く
ｏ
『
■
昌
．
ｏ
ま
ｏ
ｏ
亀
乎
¢
竃
ｏ
昌
げ
¢
Ｈ
ｏ
ｏ
訂
け
¢
ｏ
ｏ
◎
｛
曽

　
　
く
胃
９
８
亭
Ｏ
君
昌
Ｏ
註
◎
■
・
二
ぎ
零
。
・
◎
一
；
昌
◎
二
心
竃
Ｐ
Ｈ
ｇ
Ｈ
竃
◎
二
ぎ
Ｐ
葦
巨
墓
箏
け
耳
。
。
３
。
・
易
◎
｛
８
旨
◎
邑
〇

　
　
四
箏
｛
一
昌
１
◎
■
ｏ
け
～
Ｈ
く
■
箏
｛
◎
■
－
昌
け
｝
¢
Ｏ
Ｐ
Ｂ
１
昌
岸
づ
饒
｝

欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）

二
七
（
九
四
五
）



（
４
）

（
５
）

（
６
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
（
九
四
六
）

　
勺
易
Ｏ
当
Ｃ
０
肖
ぎ
９
．
、
“
一
〇
』
胃
．

　
け
｝
¢
　
Ｏ
◎
ｑ
■
ｏ
－
　
Ｏ
ｏ
け
～
け
ｑ
Ｂ
１
ｏ
■
け
　
◎
｛
　
Ｈ
Ｎ
　
峯
ｐ
，
ｏ
｝
－
　
Ｈ
ｏ
べ
ｏ
〇
一
…
　
向
Ｏ
　
冒
◎
箏
¢
け
｝
Ｈ
｝
　
Ｏ
◎
昌
］
Ｂ
－
ヰ
¢
９
　
０
◎
§
、
“
ミ
、
｝
ミ
§
　
県
　
Ｏ
◎
§
§
ミ
ミ
“
ｑ

き
ミ
ざ
ミ
『
簑
“
り
．
８
一

　
射
ｏ
ｏ
ｏ
◎
－
■
饒
◎
■
◎
｛
一
｝
ｏ
向
■
ｈ
◎
り
ｏ
ｐ
■
Ｏ
◎
■
■
ｏ
－
◎
｛
岬
＼
Ｈ
Ｎ
＼
べ
的
◎
■
け
｝
¢
ｏ
ｏ
ｏ
け
四
一
Ｕ
－
易
｝
昌
ｂ
目
け
◎
｛
け
｝
¢
目
■
『
◎
Ｏ
¢
Ｐ
■
峯
◎
箏
ｏ
け
～
Ｈ
｝
Ｏ
ｏ
｝
ｏ
〇
一
〇
昌
・

（
向
睾
ｃ
ｏ
）
｝
■
｛
昌
旨
ａ
｛
昌
等
け
胃
ｏ
ｏ
・

　
猶
従
来
の
「
ヘ
ビ
」
は
そ
の
幅
が
二
・
二
五
％
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
決
議
で
は
プ
ラ
ス
・
マ
ィ
ナ
ス
ニ
・
二
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
新

聞
の
記
事
そ
の
他
で
は
こ
の
点
に
関
し
て
の
特
別
の
解
説
が
見
当
ら
な
い
が
、
Ｅ
Ｃ
通
貨
間
の
変
動
幅
が
倍
に
拡
大
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
　
欧
州
通
貨
協
力
基
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
向
ｑ
ｈ
◎
り
〇
四
目
竃
◎
目
¢
け
四
、
｝
Ｏ
◎
１
◎
り
¢
Ｈ
四
饒
◎
■
｝
巨
■
ｑ
－
　
向
峯
Ｏ
句
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
は
そ
れ
を
設
立
す
る
欧
州
理
事
会
の
決
議
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
二
年
以
内
に
、
か
く
し
て
創
ら
れ
た
規
定
及
び
手
続
き
を
最
終
的
な
制
度
に
ま
で
固
め
る
と
い
う
我
々
の
決
意
は
不
変
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
一
九
七
八
年
七
月
六
－
七
目
の
ブ
レ
ー
メ
ソ
会
議
で
宣
言
し
た
よ
う
に
欧
州
通
貨
基
金
（
冒
さ
肩
竃
峯
９
ｏ
＄
ｑ
冒
邑

向
く
句
）
の
創
設
、
及
び
準
備
資
産
並
び
に
決
済
手
段
と
し
て
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
完
全
利
用
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
又
ブ
レ
ー
メ
ソ
会
議
の
「
欧
州
理
事
会
議
長
の
談
話
メ
モ
」
に
よ
れ
ぱ
欧
州
通
貨
基
金
は
欧
州
通
貨
協
力
基
金
に
か
わ
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｍ
Ｆ
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
中
で
は
極
め
て
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
Ｅ
Ｍ
Ｃ
Ｆ
は
そ
の
前
身
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
こ
の
Ｅ
Ｍ
Ｃ
Ｆ
に
つ
い
て
杢
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
な
基
金
を
っ
く
る
提
案
は
歴
史
的
に
－
は
ア
カ
デ
、
・
・
．
ツ
ク
な
レ
ベ
ル
で
は
既
に
一
九
六
〇
年
に
ト
リ
フ
ィ
ソ
教
授
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

て
「
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
清
算
機
関
ま
た
は
準
備
基
金
の
提
案
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
　
「
関
係
当
時
国
は
、
各
国
中
央

銀
行
間
の
す
べ
て
の
支
払
を
集
中
す
る
清
算
機
関
を
共
同
で
設
立
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
支
払
は
各
中
央
銀
行
が
清
算
機
関

に
保
有
し
て
い
る
勘
定
へ
の
貸
借
記
帳
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
「
関
係
当
事
国
は
、
少
た
く
と
も
当
初
は
そ
の
金

外
貨
準
備
総
額
の
一
〇
～
二
〇
劣
に
等
し
い
最
少
限
の
残
高
を
清
算
勘
定
と
し
て
保
持
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
」

　
現
実
の
政
策
面
で
準
備
基
金
又
は
協
力
基
金
設
立
の
提
案
は
恐
ら
く
一
九
六
九
年
の
ハ
ー
グ
会
議
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

「
欧
州
準
備
基
金
」
創
設
の
可
能
性
の
検
討
を
理
事
会
に
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
げ
て
ウ
ェ
ル
ナ
ー
報
告
で
は
「
欧
州
通
貨
基

金
」
の
創
設
を
提
案
し
、
こ
れ
が
や
が
て
発
展
し
て
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
準
備
金
管
理
機
関
と
な
り
、
最
終
段
階
に
お
い
て
は
共
同

体
中
央
銀
行
制
度
に
統
合
さ
れ
る
と
素
描
し
て
い
る
。
又
ア
ソ
シ
オ
報
告
で
は
更
に
具
体
的
細
部
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
実
際
に
一
九
七
三
年
四
月
三
日
の
理
事
会
規
則
第
九
〇
七
／
七
三
号
に
よ
っ
て
四
月
六
目
か
ら
実
現
し
た
欧
州
通
貨
協
力

基
金
は
何
ら
の
払
込
み
の
な
い
基
金
、
却
ち
基
金
を
持
た
な
い
基
金
で
あ
っ
た
。
経
済
通
貨
同
盟
の
第
一
段
階
が
終
ろ
う
と
す
る
一

九
七
三
年
十
一
月
に
委
員
会
は
第
二
段
階
移
行
の
た
め
の
一
連
の
提
案
を
行
な
い
、
そ
の
中
で
第
二
段
階
の
初
め
に
、
即
ち
一
九
七

四
年
一
月
に
各
国
外
貨
準
備
の
一
〇
％
を
払
込
み
共
同
為
替
準
傭
を
持
っ
よ
う
提
案
し
た
が
、
多
く
の
国
に
よ
っ
て
賛
成
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
。
基
金
の
目
的
、
権
隈
、
責
任
に
っ
い
て
は
後
に
の
べ
る
と
し
て
資
金
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
バ
ー
ル
案
に
も
と
づ
い

て
一
九
七
〇
年
二
月
に
合
意
さ
れ
た
短
期
通
貨
援
助
取
極
め
と
、
七
二
年
四
月
に
「
ト
ソ
ネ
ル
の
ヘ
ビ
」
が
始
動
す
る
時
に
合
意
さ

れ
た
超
短
期
の
資
金
供
与
取
極
め
の
運
営
に
か
か
わ
る
の
で
先
づ
こ
れ
ら
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
（
１
）
内
馨
一
皇
旨
・
二
訂
冒
き
ｏ
・
彗
Ｏ
・
昌
邑
・
；
＼
Ｈ
ミ
。
。
．

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
（
九
四
七
）



（
２
）

（
３
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
（
九
四
八
）

お
９
８
冒
；
員
。
・
電
琴
旧
暮
討
耳
茅
雰
邑
９
；
｛
一
ぎ
冒
暮
§
Ｏ
・
§
・
箏
・
、
亭
、
§
。
一
目
。
。
一
。
・

○
嚢
豪
篶
ニ
ニ
訂
冒
暮
・
彗
Ｏ
・
…
昌
・
二
彗
ミ
旨
気
Ｈ
婁
・

　
内
◎
一
Ｕ
胃
け
弓
ユ
曽
Ｐ
９
ミ
§
、
“
ざ
ｂ
◎
§
、
Ｏ
こ
套
射
婁
オ
＆
＆
－
け
－
８
Ｈ
８
Ｈ
・
Ｏ
ら
・
Ｈ
轟
１
お
◎
・

鍵
離
監
訳
「
金
と
ド
ル
の
危
機
一
一
五
三
頁
－
一
七
七
頁

◎
｛
亭
ｏ

　
　
　
　
○
ｏ
　
短
期
及
び
超
短
期
の
金
融
援
助
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
　
ａ
　
短
期
通
貨
援
助
制
度

　
既
に
若
王
言
及
し
た
よ
う
に
バ
ー
ル
案
で
は
中
期
及
び
短
期
の
経
済
政
策
の
調
整
と
協
議
、
又
中
期
及
び
短
期
の
資
金
援
助
制
度

を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
中
期
及
び
短
期
の
経
済
政
策
の
事
前
協
議
制
度
と
中
期
及
び
短
期
の
資
金
援
助
制
度
が
成
立
し

た
・
こ
こ
で
は
短
期
通
貨
援
助
制
度
の
制
度
的
側
面
を
述
べ
る
。
こ
の
制
度
は
一
九
七
〇
年
二
月
九
日
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
中
央
銀
行
問
の

協
定
「
欧
州
経
済
共
同
体
加
盟
国
の
中
央
銀
行
問
で
短
期
通
貨
援
助
制
度
（
ｏ
。
壱
け
聲
◎
二
ぎ
子
奪
冒
昌
。
。
。
け
”
、
｝
。
。
一
暑
。
、
け
）
を
設

立
す
る
協
定
」
に
も
と
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
。

こ
の
協
葎
よ
れ
ぱ
各
中
央
銀
行
は
一
定
の
ク
ォ
ー
タ
ー
の
割
当
を
受
げ
、
．
こ
の
ク
ォ
ー
タ
ー
に
従
っ
て
実
銀
行
の
受
げ
と
る

こ
と
の
で
き
る
援
助
額
と
融
資
に
応
じ
ね
ば
た
ら
た
い
額
が
決
ま
る
（
協
定
第
２
条
）
。

　
こ
の
ク
ォ
ー
タ
ー
は
こ
の
制
度
の
発
足
時
に
お
い
て
は
第
２
表
の
と
う
り
で
あ
っ
た
。

　
一
九
七
三
年
一
月
一
目
か
ら
英
国
、
デ
ソ
マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
が
加
盟
し
て
、
こ
の
ク
ォ
ー
タ
ー
総
額
は
二
二
億
六
二
五
〇

万
Ｕ
Ｃ
に
変
更
さ
れ
、
更
に
一
九
七
四
年
二
月
一
八
目
の
理
事
会
決
議
で
一
定
の
増
額
が
行
た
わ
れ
た
（
第
３
表
参
照
）
。
こ
れ
は
一

九
七
四
年
か
ら
経
済
通
貨
同
盟
が
第
二
段
階
へ
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
と
ら
れ
た
措
置
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
迄
の
ク
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１
０計

貨
位

通
単

州
算

欧
計万

ｏ
０１

位単
タオク正改の日８１月２年

７
４

１
９表３第

Ｃ

当

Ｕ

ｕ

隻
日

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
０
５

万

Ｏ
（
）
（
）
（
）
Ｏ
０
９
３

Ｏ

者

’
ｏ
’
ｏ
’
ｏ
４
り
＾
り
＾

Ｏ５

務債

億７２

ｅｕｑ

■
１

ｇ１

計

　
　
　
　
晩
苫
箏
熱

合
●

当

Ｃ

皿

Ｕ

室
回

者

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
８
７

万Ｏ

権

２
２
２
８
４
４
ユ

Ｏ

，
　
　
，
　
　
，
１
■
・
１
↓
１
↓

Ｏ

債

億４５

欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）

オ
ー
タ
ー
が
債
務
者
割
当
（
箒
ｇ
冒
着
◎
星
　
と
債
権
者

割
当
（
９
ｏ
睾
冒
遣
◎
３
）
に
分
げ
ら
れ
た
。

　
右
の
ク
ォ
ー
タ
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
総
裁
会
議
で
こ
の

ク
ォ
ー
タ
ー
を
越
え
て
援
助
額
を
増
加
し
（
ま
ｇ
冒
邑
－

Ｈ
旨
需
債
務
老
割
増
し
）
、
負
担
金
の
増
加
（
ｏ
昌
睾
冒
§
－
－

Ｈ
；
需
　
　
債
権
考
割
増
し
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
２

条
４
）
。

　
こ
の
協
定
で
定
め
る
通
貨
援
助
を
受
げ
た
い
中
央
銀
行

は
、
不
測
の
事
態
、
景
気
の
急
変
等
に
よ
っ
て
、
し
か
も

経
済
政
策
の
調
整
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
時
的
に
発
生
し

た
国
際
収
支
の
困
難
の
結
果
、
短
期
の
援
助
を
う
げ
る
必

要
が
発
生
し
た
こ
止
を
総
裁
会
議
の
議
長
に
通
告
す
る

（
第
３
条
）
。
通
貨
援
助
は
被
援
助
中
央
銀
行
以
外
の
各
加

盟
国
中
央
銀
行
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
は
ク
ォ
ー
タ
ー
に

比
例
し
、
か
っ
ク
ォ
ー
タ
ー
の
範
囲
内
で
融
資
が
行
な
わ

れ
る
。
ク
ォ
ー
タ
ー
の
範
囲
内
で
援
助
で
き
な
い
場
合
は

○
轟
母
け
９
Ｓ
Ｈ
Ｈ
９
鷺
の
設
定
を
行
う
か
、
援
助
額
を
削
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
（
九
四
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
（
九
五
〇
）

す
る
か
を
決
定
す
る
（
第
４
条
）
。
援
助
は
相
手
の
中
央
銀
行
か
ら
直
接
又
は
代
理
機
関
た
る
Ｂ
Ｉ
Ｓ
を
通
じ
て
ス
ワ
ッ
プ
、
預
げ
金
、

又
は
当
事
者
間
で
合
意
に
達
し
た
他
の
何
ら
か
の
形
態
で
受
け
と
る
（
第
６
条
１
）
。
利
用
の
期
問
は
３
ヵ
月
で
あ
り
、
受
益
銀
行
の

要
請
に
よ
り
更
に
３
ヵ
月
に
限
り
期
限
を
更
新
で
き
る
（
第
６
条
２
）
。
援
助
を
受
げ
る
場
合
中
期
及
び
短
期
の
経
済
政
策
の
協
議
及

び
調
整
を
行
た
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
こ
の
手
続
き
が
守
ら
れ
な
い
場
合
は
そ
の
国
の
中
央
銀
行
に
対
す
る
援
助

を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
（
第
－
条
、
第
７
条
及
び
第
３
５
回
会
議
－
一
九
六
九
年
二
一
月
八
目
ー
の
議
事
録
）
。

　
た
お
「
Ｅ
Ｍ
Ｓ
を
設
立
す
る
一
九
七
八
年
一
二
月
五
日
の
欧
州
理
事
会
の
決
議
」
で
は
短
期
通
貨
援
助
は
一
四
〇
億
Ｅ
Ｃ
Ｕ
（
Ｅ

Ｃ
Ｕ
に
っ
い
て
は
後
述
、
一
Ｅ
Ｃ
Ｕ
は
一
Ｕ
Ｃ
と
同
じ
価
値
）
、
更
に
中
期
の
金
融
援
助
（
本
論
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
バ
ー
ル
案
の
と
こ
ろ
で

一
こ
と
言
及
し
た
に
と
ど
ま
る
）
一
一
〇
億
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
な
っ
て
お
り
、
従
来
と
比
較
し
て
金
額
の
面
で
飛
躍
的
な
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
（
１
）
　
声
ｏ
ｑ
『
¢
ｑ
Ｂ
ｂ
■
け
◎
｛
り
句
〇
一
Ｕ
Ｈ
■
”
『
｝
Ｈ
０
べ
◎
ｏ
ｏ
¢
罧
－
箏
０
９
■
ｏ
”
吻
｝
ｏ
〇
一
〇
昌
１
◎
｛
の
げ
◎
Ｈ
け
１
一
〇
、
Ｂ
∴
目
１
◎
■
ｏ
け
凹
『
｝
ｏ
ｏ
■
弓
ｏ
◎
『
け
２
昌
・
ｏ
■
ｏ
ｑ
一
チ
¢
Ｏ
ｏ
■
↓
Ｈ
四
－

　
　
　
団
｝
■
斤
ｏ
ｏ
◎
｛
↑
｝
ｏ
峯
Ｐ
昌
一
Ｕ
０
Ｈ
ｃ
ｏ
け
凹
け
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
｛
一
｝
¢
向
■
Ｈ
◎
ｏ
ｏ
｝
■
向
ｏ
◎
■
◎
一
冒
ざ
Ｏ
◎
昌
－
一
８
旨
づ
岸
｝
一

　
　
　
　
向
ｋ
↓
『
～
ｏ
け
ｏ
ｏ
｛
『
９
冒
↓
｝
〇
一
８
１
－
箏
目
け
ｏ
ｏ
ｏ
◎
｛
↑
｝
ｏ
ｏ
ｏ
岬
け
｝
一
Ｂ
Ｉ
¢
ｏ
饒
箏
肝
（
◎
◎
．
　
］
ー
ド
　
］
ｂ
ｏ
ｏ
）
◎
｛
　
一
｝
¢
　
Ｏ
◎
一
Ｂ
Ｉ
一
８
．
｝
ｏ
¢
　
◎
｛
　
○
¢
く
０
ｈ
■
◎
Ｈ
の
　
◎
｛
　
一
｝
¢

　
　
　
ｏ
ｏ
■
け
『
四
－
団
～
■
斤
ｏ
ｏ
◎
叶
一
｝
¢
冒
ｏ
昌
］
Ｕ
¢
『
ｏ
ｏ
け
～
け
¢
ｏ
ｏ
◎
｛
一
｝
¢
向
ｑ
Ｈ
◎
Ｏ
ｏ
｝
■
向
ｏ
◎
■
◎
Ｈ
目
．
－
ｏ
Ｏ
◎
一
Ｂ
ｌ
Ｈ
目
声
ｂ
岸
く
．
　
Ｈ
■
ｏ
ｏ
け
Ｈ
ｑ
昌
Ｉ
ｏ
■
け
｛
｝
一
〇
｛
ｏ
◎
　
－
四
■
■
四
『
く

　
　
　
Ｈ
ｏ
べ
ｏ
ｏ
　
Ｈ
¢
－
四
饒
■
ｏ
ｑ
　
“
◎
　
け
｝
¢
　
四
〇
〇
〇
〇
〇
０
９
－
◎
目
　
◎
｛
　
一
｝
ｏ
Ｏ
ｏ
■
一
『
四
－
巾
｝
■
斤
ｏ
ｏ
◎
｛
Ｏ
ｏ
員
Ｂ
１
～
『
斤
－
Ｈ
Ｈ
¢
－
～
■
｛
”
■
Ｐ
一
｝
¢
一
Ｕ
「
■
岸
¢
｛
穴
－
■
胴
｛
◎
昌
１
↓
◎

　
　
　
亭
¢
｝
胃
８
昌
ｏ
暮
◎
｛
句
〇
一
Ｕ
『
■
胃
｝
岩
さ
．

　
　
　
　
射
¢
ｏ
ｏ
◎
－
■
饒
◎
ｂ
◎
｛
叶
｝
¢
Ｏ
◎
目
■
ｏ
－
◎
｛
］
１
◎
◎
句
〇
一
Ｕ
Ｈ
冒
ｐ
『
｝
］
．
ｏ
べ
仁
ｏ
◎
■
ｏ
ｏ
↓
箏
｛
目
ｏ
ｑ
ｏ
ｏ
｝
◎
『
一
－
一
〇
ゴ
Ｂ
∴
昌
１
◎
■
ｏ
け
Ｐ
Ｈ
｝
ｏ
ｏ
■
Ｏ
り
◎
Ｈ
け
．

　
　
ｂ
　
超
短
期
の
融
資
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
こ
の
融
資
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
一
九
七
二
年
四
月
二
四
日
に
「
ト
ソ
ネ
ル
の
ヘ
ビ
」
が
始
動
す
る
に
先
だ
っ
て
、
四
月
一
日
に
中
央
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

行
問
で
と
り
き
め
ら
れ
た
協
定
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
先
の
短
期
の
通
貨
援
助
の
場
合
は
発
足
時
が
ま
だ
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
下
に
あ



り
、
介
入
通
貨
と
し
て
主
要
な
も
の
は
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
今
や
こ
の
時
点
で
は
「
ヘ
ビ
」
の
幅
を
維
持
す
る
た
め
、
共
同
体
通
貨

で
の
介
入
が
必
要
と
た
っ
た
と
い
う
新
ら
し
い
事
態
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
協
定
に
そ
っ
て
内
容
を
見
て
い
こ
う
。

　
共
同
体
通
貨
に
よ
る
介
入
目
的
の
た
め
、
各
加
盟
中
央
銀
行
は
他
の
各
加
盟
中
央
銀
行
に
対
し
て
、
金
額
に
っ
い
て
は
何
ら
の
制

限
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
短
期
の
信
用
便
宜
（
。
・
ぎ
ｈ
工
Ｏ
…
９
０
睾
＄
９
一
ま
窃
）
を
利
用
さ
せ
る
。
　
こ
の
信
用
便
宜
の
供
与
を
今
後

は
金
融
操
作
（
ヨ
§
己
長
◎
潟
邑
－
９
）
と
呼
ぶ
。
金
融
操
作
は
関
係
二
当
泰
国
問
で
の
ス
ワ
ッ
プ
又
は
ア
ウ
ト
ラ
イ
ト
の
先
物
売

り
の
形
態
で
行
な
わ
れ
る
。
ス
ワ
ッ
プ
に
お
げ
る
現
物
の
為
替
資
金
受
払
日
は
市
場
に
お
げ
る
介
入
資
金
受
払
目
と
同
じ
で
あ
り
、

又
ス
ワ
ヅ
プ
の
満
期
及
び
ア
ウ
ト
ラ
ィ
ト
の
先
物
売
り
資
金
受
払
日
は
契
約
が
な
さ
れ
た
月
の
翌
月
の
最
後
の
日
で
あ
る
。
こ
の
日

が
休
日
の
場
合
は
そ
の
前
目
（
第
－
条
）
。
金
融
操
作
は
為
替
資
金
受
払
目
が
溝
期
と
な
っ
た
月
の
翌
月
の
最
後
の
日
に
終
緕
す
る
。

こ
の
日
が
休
日
の
場
合
は
そ
の
前
日
（
第
４
条
）
。
金
融
操
作
が
満
期
に
な
っ
た
場
合
、
相
互
の
同
意
に
よ
り
３
ヵ
月
問
期
限
を
更
新

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
５
条
）
。
金
融
操
作
及
び
そ
の
更
新
が
満
期
に
ー
達
し
た
場
合
、
債
務
者
た
る
中
央
銀
行
は
自
已
の
準
備
構
成

を
基
礎
と
し
て
決
定
さ
れ
る
比
率
で
金
を
売
却
し
、
Ｓ
Ｄ
Ｒ
を
引
渡
し
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
対
す
る
準
備
ポ
ジ
シ
ョ
ソ
を
利
用
し
、
更
に
ド

ル
又
は
他
の
受
取
り
可
能
な
通
貨
で
も
っ
て
引
渡
す
べ
き
通
貨
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
債
務
の
一
部
又
は
全
部
を
債

務
国
通
貨
を
含
む
他
の
諾
手
段
で
決
済
す
る
こ
と
に
つ
い
て
関
係
中
央
銀
行
が
合
意
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
（
第
６
条
）
。

　
以
上
が
そ
の
要
点
で
あ
る
。
期
限
が
一
カ
月
～
ニ
カ
月
と
い
っ
た
短
期
で
あ
り
、
こ
の
協
定
に
は
超
短
期
と
い
う
文
言
位
使
用
さ

れ
て
な
い
が
、
そ
の
後
の
文
献
で
は
公
式
文
書
で
も
こ
れ
を
超
短
期
の
金
融
と
呼
ん
で
い
る
。
金
額
が
無
制
限
で
あ
り
又
特
に
ク
ォ

ー
タ
ー
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
第
６
条
の
一
部
を
引
用
し
た
よ
う
に
返
済
の
条
件
が
き
び
し
く
、
決
し
て
無
制
限
に
利
用

で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
迄
も
た
い
。

　
　
　
、
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
（
九
五
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
（
九
五
二
）

　
な
お
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
は
超
短
期
及
び
短
期
の
援
助
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
金
額
に
っ
い
て
は
無
制
限
の
超
短
期
の
融
資
資
金
が
設
立
さ
れ
る
（
こ
れ
は
従
来
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
　
註
－
清
水
）
。
決
済
は
介

入
の
あ
っ
た
月
の
終
り
か
ら
四
五
日
後
で
あ
る
。
た
だ
し
短
期
の
通
貨
援
助
の
債
務
者
ク
ォ
ー
タ
ー
の
金
額
相
当
分
に
つ
い
て
は
更

に
三
ヶ
月
延
ぱ
す
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
っ
ま
り
満
期
目
が
一
五
目
延
長
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
超
短
期
融
資
と
短
期
融
資
が
リ
ソ
ク
さ
れ
、
自
動
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
超
短
期
を
短
期
に
自
動
的
に
引
継
ぐ
こ
と
は
従
来
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
ト
ｏ
ｑ
Ｈ
０
０
昌
．
¢
■
け
◎
｛
Ｈ
◎
声
ｏ
ユ
ー
Ｈ
り
べ
～
げ
ｏ
け
事
¢
ｏ
■
け
｝
ｏ
Ｏ
ｏ
■
け
Ｈ
凹
Ｈ
団
｝
箏
斤
ｏ
ｏ
◎
｛
一
｝
ｏ
峯
ｑ
Ｂ
げ
¢
Ｈ
ｃ
ｏ
け
～
け
¢
ｏ
ｏ
　
◎
｛
　
け
｝
ｏ
　
Ｏ
◎
一
８
１
－
Ｂ
声
■
｝
Ｈ
　
◎
箏

　
　
　
け
｝
ｏ
づ
｝
Ｈ
Ｈ
◎
ミ
ー
箏
囚
◎
｛
↑
｝
ｏ
昌
１
～
『
胴
－
■
ｏ
ｏ
◎
｛
｛
■
ｏ
け
ｑ
四
言
◎
■
げ
ｏ
け
ミ
ｏ
¢
■
Ｏ
◎
一
Ｂ
昌
声
■
岸
｝
ｏ
■
Ｈ
Ｈ
¢
箏
ｏ
－
ｏ
ｏ
ｏ
．

　
　
　
仁
↓
　
欧
州
通
貨
協
力
基
金
の
内
容
と
性
格

一
九
七
三
年
四
月
に
設
立
さ
れ
た
欧
州
通
貨
協
力
基
金
は
設
立
規
則
第
２
条
で
目
的
と
し
て
次
の
こ
と
を
か
か
げ
て
い
る
。

基
金
は
、
そ
の
権
限
の
枠
内
で
以
下
の
こ
と
を
促
進
す
る
。

　
共
同
体
通
貨
問
の
変
動
幅
の
段
階
的
縮
小

　
外
国
為
替
市
場
で
の
共
同
体
通
貨
に
よ
る
介
入

　
外
貨
準
備
に
つ
い
て
の
協
調
政
策
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
中
央
銀
行
間
の
決
済

又
同
第
３
条
で
は
、
現
段
階
で
基
金
が
行
な
う
べ
き
こ
と
と
し
て
次
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
共
同
体
の
外
国
為
替
制
度
の
正
常
た
運
営
に
必
要
な
協
調
行
動

　
中
央
銀
行
の
共
同
体
通
貨
に
よ
る
介
入
か
ら
生
ず
る
残
高
の
多
角
化
及
び
域
内
決
済
の
多
角
化



　
　
前
節
で
言
及
し
た
短
期
及
び
超
短
期
の
資
金
供
与
取
り
決
め
の
運
営

欧
州
通
貨
協
力
基
雲
設
立
す
る
篭
は
極
め
て
簡
単
を
の
で
あ
る
。
以
上
の
他
は
、
基
金
は
法
人
格
を
有
す
る
こ
と
一
第
－

条
一
・
こ
の
規
則
は
総
て
の
加
盟
窪
お
い
て
直
接
的
に
適
用
さ
れ
、
完
全
な
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
が
末
尾
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
・
即
ち
こ
の
揺
寛
た
だ
け
で
は
こ
の
基
金
は
如
何
程
の
額
の
基
金
を
持
ち
、
貸
付
や
返
済
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の

か
・
全
然
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
；
ま
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
基
金
は
予
定
と
し
て
は
各
国
の
金
．
外
貨
準
備
の
共
同
化
な
ど
が

考
え
ら
れ
て
い
た
が
・
そ
れ
が
で
き
な
い
妻
、
基
金
を
持
た
な
い
基
金
と
し
て
発
足
し
て
お
り
、
実
際
の
融
資
は
前
節
で
述
べ
た

短
期
及
び
超
短
期
の
金
融
援
助
の
運
営
に
あ
た
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
規
則
第
・
条
で
は
こ
の
短
期
及
び
超
短
期
の
資
金
供

与
に
関
す
る
中
央
銀
行
問
の
諾
協
定
が
「
基
金
の
運
営
規
則
と
し
て
採
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
岬
　
外
貨
準
備
の
プ
ー
ル
に
つ
い
て

準
備
金
の
プ
上
又
は
共
同
管
理
に
つ
い
て
は
、
早
く
一
九
六
〇
年
に
ト
リ
フ
イ
ソ
に
よ
る
提
案
が
膏
、
又
ウ
エ
ル
ナ
、
報
告
、

ア
ソ
シ
オ
報
告
で
圭
張
さ
れ
て
い
る
。
ア
ソ
シ
オ
墾
口
で
は
「
一
基
金
一
は
各
中
央
銀
行
か
ら
ド
ル
又
は
そ
の
他
の
準
備
の
払
込

み
に
よ
一
て
十
分
な
準
備
を
供
給
さ
れ
、
各
中
央
銀
行
は
そ
の
対
価
と
し
て
計
算
単
位
一
・
・
一
表
示
で
貸
方
に
記
入
さ
れ
る
。
中

央
銀
行
は
一
基
金
一
の
株
走
は
奮
な
い
が
、
基
金
に
よ
つ
て
保
証
さ
れ
た
預
金
残
高
の
形
で
純
準
備
の
一
部
を
保
有
す
る
一
と

な
っ
て
い
る
。

し
か
し
一
九
七
一
年
三
月
二
二
日
の
「
経
済
通
貨
同
盟
の
段
階
的
実
碧
関
す
る
決
議
一
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に
は
「
共
同
体

中
央
銀
行
組
織
を
含
む
単
一
饗
の
採
用
一
に
っ
い
て
は
言
及
が
あ
る
が
、
対
外
準
備
の
プ
ー
ル
又
箕
同
管
芝
っ
い
て
は
一
切

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
（
九
五
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
．
第
六
号
）
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
（
九
五
四
）

ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
又
欧
州
通
貨
協
力
基
金
に
関
す
る
規
則
に
お
い
て
も
こ
れ
に
っ
い
て
の
言
及
は
な
い
・

　
し
か
し
基
金
を
も
た
な
い
基
金
と
一
定
の
外
貨
準
備
を
保
有
し
て
い
る
基
金
で
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
・
そ
の
意
味
で
は
欧
州

通
貨
協
力
基
金
は
基
本
的
弱
点
を
持
つ
て
い
る
。
　
「
残
高
の
多
角
化
及
び
域
内
決
済
の
多
角
化
」
（
Ｅ
Ｍ
Ｃ
Ｆ
設
立
規
則
第
３
条
）
と
い

つ
て
も
実
際
は
二
っ
の
中
央
銀
行
間
の
ス
ワ
ヅ
プ
取
引
又
は
そ
の
他
の
形
態
で
の
信
用
供
与
の
問
に
欧
州
通
貨
協
力
基
金
が
介
在
す

る
だ
げ
で
あ
る
。
基
金
を
も
っ
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
基
金
と
し
て
の
活
瓢
、
即
ち
基
金
と
各
中
央
銀
行
と
の
問
の
直
接
的
信
用
の

供
与
、
基
金
の
為
替
相
場
に
対
す
る
直
接
介
入
、
套
が
あ
つ
て
初
め
て
基
金
の
主
体
性
が
確
保
さ
れ
・
欧
州
レ
ベ
ル
で
の
通
貨
政

策
が
と
れ
、
手
続
き
の
簡
素
化
、
行
動
の
迅
速
性
が
得
ら
れ
る
。
又
払
込
ま
れ
た
準
備
の
対
価
と
し
て
Ｕ
Ｃ
建
で
信
用
を
発
行
し
・

更
に
は
欧
州
準
備
銀
行
へ
の
昇
格
な
ど
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

実
際
に
基
金
の
発
足
に
あ
た
つ
て
は
禽
の
意
見
は
完
全
に
対
立
し
て
い
た
。
一
一
ノ
ー
－
ス
ト
の
立
場
の
西
ド
イ
ツ
は
新
し
い
信

用
創
造
機
能
を
持
つ
た
基
金
の
創
設
に
は
反
対
で
あ
つ
た
。
逆
に
イ
タ
リ
ー
及
び
ベ
ル
ギ
ー
が
準
備
の
蕎
化
を
主
張
す
る
代
表
で

あ
つ
た
。
結
局
両
者
の
妥
協
と
い
呈
り
も
西
ド
イ
ツ
の
主
張
に
近
い
髪
一
九
七
二
年
七
月
に
欧
州
通
貨
協
力
基
金
の
発
足
に
つ

い
て
合
豪
成
立
し
、
七
三
年
四
月
か
ら
発
足
し
た
。
こ
註
先
立
っ
二
月
、
三
月
は
世
界
的
に
通
貨
嚢
の
嵐
が
繋
れ
・
遂
に

三
月
一
九
具
同
フ
ロ
ー
ト
の
発
足
差
つ
た
こ
志
既
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
一
ビ
一
の
ト
ソ
ネ
ル
離
脱
の
議
論
の
中
で

Ｅ
Ｃ
委
員
会
は
基
金
の
役
割
強
化
の
提
案
を
行
っ
た
。
即
ち
、
基
金
に
あ
る
程
度
の
準
備
を
プ
ー
ル
し
、
信
用
便
宜
の
供
与
の
拡
大

と
、
基
金
に
為
替
市
場
で
の
介
入
の
責
任
を
持
た
せ
る
と
の
提
案
で
あ
る
。
四
月
に
発
足
を
予
定
さ
れ
て
い
た
基
金
の
資
金
と

い
っ
て
も
こ
れ
は
短
期
通
貨
援
助
協
定
の
ク
オ
ー
タ
ー
の
総
額
の
こ
と
だ
が
　
　
は
二
二
億
六
二
五
〇
万
Ｕ
Ｃ
だ
っ
た
が
、
基
金
そ

の
も
の
に
一
〇
〇
億
Ｕ
Ｃ
の
資
本
金
を
与
え
、
各
国
に
ク
オ
ー
タ
ー
を
べ
ー
ス
に
し
て
割
当
て
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
・
拠
出
金



の
構
成
は
一
〇
劣
の
金
、
二
〇
劣
の
ド
ル
、
七
〇
％
の
自
国
通
貨
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
提
案
は
拒
否
さ
れ
て
資
金
の
な
い
ま
ま

の
四
月
か
ら
の
発
足
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
と
こ
ろ
で
同
年
六
月
委
員
会
は
「
短
期
通
貨
援
助
の
整
備
と
準
備
の
共
同
化
に
っ
い
て
の
理
事
会
へ
の
報
告
書
」
を
提
出
し
、
短

期
援
助
の
ク
ォ
ー
タ
ー
を
６
倍
に
引
上
げ
る
こ
と
と
、
準
傭
ブ
ー
ル
を
再
び
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
短
期
援
助
制
度
の

改
善
と
準
備
金
の
ブ
ー
ル
と
は
不
可
分
で
あ
る
と
し
て
、
準
備
を
漸
次
共
同
化
し
て
、
欧
州
通
貨
協
力
基
金
の
役
割
を
拡
大
す
る
必

要
性
を
述
べ
、
ま
ず
一
九
七
四
年
一
月
一
圧
に
準
備
金
の
二
〇
％
（
こ
れ
は
共
同
体
全
体
で
一
一
〇
億
Ｕ
Ｃ
と
な
る
）
を
共
同
化
し
、
あ

と
一
九
八
○
年
迄
に
全
額
を
共
同
化
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
ま
ず
過
去
に
蓄
積
し
た
準
備
の
二
〇
劣
を
最
初
に
払
込
み
、
次
い

で
順
次
新
た
に
獲
得
し
た
も
の
或
は
為
替
市
場
に
お
い
て
介
入
の
結
果
移
転
し
た
準
備
を
払
込
ん
で
ゆ
く
。
何
時
の
時
点
迄
に
四
〇

劣
を
、
或
は
六
〇
％
を
、
と
い
っ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
報
皆
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
考
に

し
つ
つ
委
員
会
は
一
九
七
三
年
一
一
月
に
経
済
通
貨
同
盟
の
第
２
段
階
へ
の
移
行
に
関
す
る
一
連
の
提
案
の
中
で
、
第
２
段
階
の
開

始
時
、
即
ち
一
九
七
四
年
一
月
一
日
に
、
各
加
盟
国
は
準
備
の
一
〇
劣
を
払
込
み
、
共
同
の
外
国
為
替
準
備
金
を
持
つ
こ
と
を
提
案

　
（
２
）

し
た
。
六
月
の
報
告
書
で
は
二
〇
劣
で
あ
っ
た
の
が
一
〇
％
に
減
っ
て
い
る
の
は
強
い
反
対
意
見
を
考
慮
し
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
れ
で
も
西
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ソ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
は
現
時
点
に
お
い
て
は
賛
成
で
き
な
い
と
し
て
反
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
全
面
的
に
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

れ
を
支
持
し
、
他
の
国
は
お
お
む
ね
異
議
が
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
独
仏
の
反
対
に
あ
っ
て
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
遂
に
準
備
の
共

同
化
は
一
九
七
八
年
末
ま
で
は
実
現
し
て
い
な
い
。
た
だ
短
期
通
貨
援
助
の
ク
ォ
ー
タ
ー
の
増
額
に
つ
い
て
は
合
意
が
え
ら
れ
、
一

九
七
四
年
二
月
一
八
日
の
改
正
ク
ォ
ー
タ
ー
と
な
っ
た
こ
と
は
既
に
短
期
通
貨
援
助
制
度
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
。

　
一
九
七
四
年
は
石
油
危
機
、
イ
ソ
フ
レ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
な
ど
大
き
な
問
題
が
あ
り
、
又
Ｅ
Ｃ
各
因
の
首
脳
が
大
き
く
入
れ

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
（
九
五
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
（
九
五
六
）

替
わ
っ
た
年
で
も
あ
り
、
経
済
通
貨
同
盟
の
め
だ
っ
た
前
進
は
何
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
一
九
七
五
年
に
な
る
と
こ
れ
ら
の
状
況
を
切

開
く
た
め
の
提
案
や
報
告
書
、
宣
言
が
相
い
つ
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
一
九
七
五
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「
マ
ル
ジ
ヨ
ラ
ソ
報
告
」
、
正
式
の
名
は
「
二
九
八
○
年
の
経
済
通
貨
同
盟
』
を
反
省
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

る
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書
」
か
あ
る
。
こ
れ
は
Ｅ
Ｃ
の
経
済
通
貨
同
盟
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
き
め
っ
げ
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
本
節
と
の
関
連
で
い
う
た
ら
ば
、
為
替
安
定
基
金
の
創
設
を
提
唱
し
て
い
る
。
資
金
は
ま
ず
一
〇
〇
億
ド
ル
か
ら
出
発
す
１
る
。

資
金
の
分
担
比
率
は
短
期
通
貨
援
助
協
定
の
ク
ォ
ー
タ
ー
の
比
率
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
を
提
案
す
る
理
由
と
し
て
超
短
期
の
金
融

メ
ヵ
ニ
ズ
ム
は
「
ミ
ニ
・
セ
ル
バ
ソ
」
の
国
に
対
し
て
し
か
適
用
さ
れ
な
い
し
、
短
期
の
通
貨
援
助
協
定
は
手
続
き
の
複
雑
さ
の
故

に
迅
速
性
に
か
け
る
と
し
て
い
る
。
運
用
は
欧
州
通
貨
協
力
基
金
が
行
な
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
必
ら
ず
し
も
明

確
で
な
い
点
は
片
山
教
授
の
指
摘
が
あ
る
。
同
時
に
ー
も
う
一
っ
、
一
〇
〇
億
ド
ル
の
出
資
で
あ
る
が
、
　
「
資
金
は
各
加
盟
国
の
通
貨

が
、
基
金
の
自
由
使
用
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
っ
ま
り
基
金
に
払
込
ん
で
お
く
の
か
、
或

は
申
出
に
１
よ
っ
て
い
っ
で
も
提
供
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
の
か
、
そ
の
点
も
明
確
で
な
い
。
っ
い
で
に
い
え
ば
こ
の
基
金
の
資
金

は
各
国
が
外
貨
準
備
を
拠
出
す
る
の
で
は
な
く
、
自
国
通
貨
を
拠
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
同
じ
く
一
九
七
四
年
五
月
、
委
員
会
は
「
欧
州
同
盟
に
関
す
る
報
告
書
」
を
提
出
し
た
。
こ
れ
も
通
貨
同
盟
に
っ
い
て
言
及
す
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
こ
の
目
的
の
た
め
に
同
盟
は
自
己
自
身
の
中
央
銀
行
　
　
恐
ら
く
連
邦

型
と
な
る
　
　
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
行
な
う
。
～
内
的
に
は
銀
行
制
度
の
流
動
性
と
経
済
全
体
の

流
動
性
の
管
理
、
働
同
盟
以
外
の
諸
国
と
の
為
替
相
場
政
策
。
こ
の
こ
と
は
外
貨
準
備
の
共
同
管
理
を
意
味
す
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
七
五
年
一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
チ
ソ
デ
マ
ソ
ス
報
告
」
で
も
外
貨
準
備
の
共
同
管
理
を
提
案
し
て
い
る
。
即
ち
、
為
替
レ
ー
ト



の
中
心
相
場
の
変
更
は
共
同
の
決
定
で
行
な
う
べ
き
こ
と
、
　
「
セ
ル
バ
ソ
（
ヘ
ピ
）
」
に
参
加
し
て
い
な
い
因
も
こ
の
討
義
に
参
加
す

べ
き
こ
と
・
　
「
セ
ル
バ
ソ
」
参
加
国
は
共
同
の
決
定
に
ー
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
「
明
白
な
危
機
」
の
場
合
以
外
は
セ
ル
パ
ソ
を
脱
退
し

な
い
こ
と
な
ど
の
義
務
を
述
べ
た
後
、
　
「
こ
れ
ら
の
義
務
と
共
に
、
　
『
セ
ル
バ
ソ
』
加
盟
国
問
の
短
期
及
び
中
期
の
援
助
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
自
動
的
に
す
る
と
共
に
か
な
り
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
欧
州
中
央
銀
行
の
萌
芽
と
な
る
べ
き
欧
州
通
貨
協
力
基
金

の
活
動
性
と
能
率
化
を
意
味
し
、
特
に
こ
れ
は
準
備
の
一
部
の
共
同
化
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　
「
欧
州
通
貨
制
度
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
）
を
設
立
す
る
一
九
七
八
年
一
二
月
五
日
の
欧
州
理
事
会
決
議
」
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
決
済
の
手
段
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
最
初
の
供
給
は
中
央
銀
行
に
・
よ
っ
て
経
常
的
に
保
有
さ
れ
て
い
る
金
の
二

〇
％
及
び
ド
ル
の
二
〇
％
の
預
託
に
対
し
て
・
Ｍ
・
・
か
ら
供
給
さ
れ
る
。
こ
の
操
作
は
特
殊
な
回
転
ス
ワ
ヅ
プ
濫
め
の
髭

（
亭
¢
｛
冒
冒
◎
｛
。
・
肩
ｏ
庄
＆
一
冒
く
◎
三
長
乙
。
婁
り
）
を
と
る
。
定
期
的
な
点
検
と
、
適
切
な
手
続
き
と
に
ょ
っ
て
、
各
中
央
銀
行
は
こ

れ
ら
準
備
の
少
な
く
と
も
二
〇
劣
の
預
金
を
Ｅ
Ｍ
Ｃ
Ｆ
に
対
し
て
維
持
す
る
よ
う
に
す
る
。
」

　
ハ
ー
グ
主
脳
会
議
か
ら
始
ま
り
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
報
告
、
ア
ソ
シ
オ
報
告
な
ど
で
主
張
さ
れ
、
そ
の
後
も
Ｅ
Ｃ
委
員
会
、
或
は
マ
ネ

タ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
繰
返
し
主
張
さ
れ
て
き
た
準
備
金
の
プ
ー
ル
が
遂
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
基
金
を
も
た
な
い
基
金
と
し
て

出
発
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
Ｅ
Ｍ
Ｃ
Ｆ
は
基
金
を
も
っ
こ
と
に
１
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
極
め
て
大
き
く
、
既
に
・
短
期
通
貨
援

助
の
と
こ
ろ
で
言
及
し
た
が
、
短
期
の
通
貨
援
助
の
割
当
総
額
は
二
七
億
二
五
〇
〇
万
Ｕ
Ｃ
か
ら
一
四
〇
億
Ｕ
Ｃ
と
飛
躍
的
に
増
大

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
が
発
足
す
れ
ぼ
で
あ
る
）
。

　
　
一
－
一
昌
ｏ
・
巨
萎
・
Ｐ
奪
亘
ｑ
妄
ｏ
§
昌
窪
・
＝
二
・
毒
一
一
§
。
、
、
、
、
づ
二
、
”
ま
箏
、
・
。
。
昌
、
箏
；
箏
。
。
。
、
饒
。
箏
旨
。
目
ひ
．

　
　
　
茎
ｈ
二
８
暮
二
¢
旨
二
二
窃
§
葦
一
・
易
箒
邑
。
・
・
彗
・
§
冒
；
箒
蚤
實
嚢
一
室
一
・
葦
象
ｏ
・
昌
昌
旨
碧
蚕
毒
９

　
　
　
り
ひ
ｏ
■
■
窃
．
ｏ
ｏ
目
ｏ
旦
ひ
昌
ｏ
箏
け
Ｈ
心
＼
べ
ｇ
ｏ

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
（
九
五
七
）



（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
（
九
五
八
）

　
吋
■
－
¢
昌
■
◎
｛
け
｝
¢
向
■
Ｈ
◎
り
¢
～
■
Ｏ
◎
昌
－
昌
自
箏
｛
饒
¢
ｏ
ｏ
オ
◎
．
Ｈ
ガ
　
］
．
ｏ
べ
ｏ
◎
、
　
Ｐ
Ｈ
べ
．

　
－
◎
■
斤
｝
ｏ
ｏ
↓
吻
◎
箏
斤
巴
げ
－
ｇ
一
工
“
一
ｐ
Ｈ
ト
ベ
一

呂
Ｏ
。
昌
邑
。
。
。
。
一
。
、
二
、
君
。
、
；
■
ぎ
毫
ま
黒
｛
邑
９
〈
弓
ま
二
§
・
昼
毒
・
；
・
ま
一
導
・
嚢
◎
ｖ

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
片
山
謙
二
編
著
『
Ｅ
Ｃ
の
発
展
と
欧
州
統
合
』
で
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
。

昌
Ｏ
。
昌
邑
。
。
－
。
一
。
、
二
。
Ｏ
。
、
一
。
。
向
、
、
。
Ｏ
、
、
目
婁
・
Ｐ
雲
雲
二
；
二
■
暑
§
Ｏ
・
彗
婁
星
。
・
岸
Ｏ
号
昌
竃
；
＼
葛

－
、
白
、
一
８
向
員
・
蚤
昌
９
寄
署
員
一
ま
弄
曇
弓
ま
彗
婁
弩
９
目
。
・
・
一
；
毫
量
彗

５
　
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
Ｕ
Ｃ
Ｅ

　
　
　
　
○
り
　
Ｅ
Ｃ
Ｕ
に
つ
い
て

　
　
「
二
年
以
内
に
、
か
く
し
て
創
ら
れ
た
規
定
及
び
手
続
き
を
最
終
的
な
制
度
に
ま
で
固
め
る
と
い
う
我
々
の
決
意
は
不
変
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
一
九
七
八
年
七
月
六
－
七
日
の
ブ
レ
ー
メ
ソ
会
議
で
宣
言
し
た
よ
う
に
欧
州
通
貨
基
金
の
創
設
及
び
準
備
資
産
並
び
に

決
済
手
段
と
し
て
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
完
全
利
用
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
」
欧
州
通
貨
協
カ
基
金
の
と
こ
ろ
で
最
初
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
再

録
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｍ
Ｓ
は
Ｅ
Ｃ
Ｕ
を
準
備
資
産
並
び
に
決
済
手
段
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
し
て
い
苓
Ｅ
Ｃ
Ｕ
は
如
何
な

る
も
の
か
。
欧
州
理
事
会
の
決
議
か
ら
そ
の
箇
所
の
引
用
を
更
に
続
げ
よ
う
。

　
「
欧
州
通
貨
単
位
（
向
目
、
。
り
、
、
目
ｏ
、
、
、
。
、
。
、
旨
斤
向
ｏ
■
）
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
価
値
及
び

構
成
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
発
足
時
に
お
げ
る
Ｕ
Ｃ
Ｅ
（
欧
州
計
算
単
位
）
の
価
値
と
同
じ
で
あ
る
。
」

　
Ｅ
Ｃ
Ｕ
は
倒
為
替
レ
ー
ト
．
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
表
示
単
位
、
　
¢
オ
乖
離
指
標
（
特
定
通
貨
が
域
内
通
貨
全
体
か
ら
ど
れ
だ
げ
乖
離
し
て
い
る

か
を
示
す
指
標
）
の
た
め
の
べ
－
ス
、
０
介
入
及
び
融
資
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
操
作
の
た
め
の
表
示
単
位
、
ゆ
Ｅ
Ｃ
の
通
貨
当
局
問
の
決
済



手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

　
Ｅ
Ｃ
Ｕ
に
お
げ
る
各
通
貨
の
ウ
ェ
イ
ト
は
こ
の
制
度
の
発
足
後
六
ヵ
月
以
内
に
ー
、
そ
し
て
そ
の
後
は
五
年
毎
に
再
検
討
さ
れ
、
必

要
が
あ
れ
ぱ
改
定
さ
れ
る
。
又
い
づ
れ
か
の
通
貨
の
ウ
ェ
イ
ト
が
二
五
％
以
上
変
化
し
、
要
誇
が
あ
っ
た
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

　
各
通
貨
は
Ｅ
Ｃ
Ｕ
に
対
し
て
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
レ
ー
ト
を
設
定
す
る
。

　
決
済
の
手
段
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
最
初
の
供
給
は
中
央
銀
行
に
よ
っ
て
経
常
的
に
保
有
さ
れ
て
い
る
金
の
二
〇

％
及
び
ド
ル
の
二
〇
劣
の
預
託
に
対
し
て
Ｅ
Ｍ
Ｃ
Ｆ
か
ら
供
給
さ
れ
る
。
」

　
っ
ま
り
従
来
は
単
に
計
算
単
位
と
し
て
観
念
的
に
の
み
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
実
体
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
準
備
資

産
及
び
決
済
手
段
と
し
て
、
そ
の
流
通
範
囲
は
中
央
銀
行
問
の
取
引
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
流
通
し
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
（
こ

こ
で
の
流
通
は
少
た
く
と
も
初
期
に
お
い
て
は
中
央
銀
行
間
の
勘
定
の
振
替
え
記
帳
に
ょ
る
）
。
限
ら
れ
た
範
囲
だ
が
、
欧
州
単
一
通
貨
の
嚇

芽
と
も
い
え
る
し
、
又
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
欧
州
版
と
も
い
え
る
一
つ
の
画
期
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
Ｅ
Ｃ
Ｕ
を
欧
州
単
一
通
貨
の
崩
芽
的
な
も
の
と
い
っ
た
が
、
単
一
通
貨
の
考
え
は
古
く
か
ら
あ
る
。
古
く
は
ト
リ
フ
ィ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

教
授
の
二
〇
年
来
の
主
張
が
あ
る
し
、
最
近
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
９
名
の
経
済
学
者
に
よ
る
≧
Ｈ
乙
。
四
婁
、
。
。
一
Ｕ
，
ｋ
昌
四
。
岸
、
。
。
け
、
（
一
九
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

五
年
二
月
）
が
あ
り
、
又
現
在
の
Ｅ
Ｃ
委
員
長
ジ
ェ
ソ
キ
ソ
ス
の
フ
ロ
ー
レ
ソ
ス
大
学
そ
の
他
に
お
げ
る
講
演
が
あ
る
。
し
か
し
こ

こ
で
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
い
う
名
称
は
使
わ
れ
て
い
た
い
。
む
し
ろ
将
来
現
わ
れ
る
べ
き
単
一
通
貨
の
名
称
と
し
て
は
「
向
員
◎
肩
」
と
い
う

名
称
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
「
向
員
◎
肩
」
と
い
お
う
が
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
い
お
う
が
、
要
は
内
容
の
問
題
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
中
味

で
、
ど
の
よ
う
に
発
展
す
る
か
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
名
称
そ
の
も
の
の
由
来
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
Ｅ
Ｃ
委

員
会
に
近
い
筋
で
も
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
い
う
言
葉
は
殆
ん
ど
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
報
告
で
は
Ｅ
Ｃ
通
貨
相
互
問
の
為
替
相

　
　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
（
九
五
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
（
九
六
〇
）

場
の
固
定
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
単
一
通
貨
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
間
題
は
技
術
的
な
問
題
で
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
の
考

え
だ
っ
た
。
ア
ソ
シ
オ
報
告
で
は
「
基
金
に
よ
る
操
作
は
金
に
基
礎
を
お
い
た
計
算
単
位
（
Ｕ
Ｃ
）
で
行
な
わ
れ
る
。
基
金
は
中
央

銀
行
か
ら
ド
ル
又
は
そ
の
他
の
準
備
の
払
込
み
を
受
げ
、
そ
れ
に
対
し
中
央
銀
行
は
計
算
単
位
で
以
っ
て
貸
記
さ
れ
る
」
と
ま
だ
計

算
単
位
の
域
を
出
て
い
な
い
。
マ
ル
ジ
ヨ
ラ
ソ
報
告
で
§
¢
；
忍
昌
９
９
吐
冨
ｏ
員
◎
り
ひ
彗
暮
と
Ｅ
Ｃ
Ｕ
ら
し
い
表
現
が
出
て
く

る
が
、
こ
れ
は
バ
ス
ヶ
ツ
ト
方
式
に
よ
る
欧
州
計
算
単
位
の
定
義
づ
け
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
バ
ス
ヶ
ツ
ト

の
中
に
入
る
べ
き
欧
州
通
貨
の
単
位
と
で
も
訳
す
べ
き
で
、
こ
れ
も
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
は
内
容
が
違
う
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
欧
州
で
国
際
的
規
模
で
債
券
を
発
行
す
る
場
合
、
ド
ル
建
債
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
建
債
、
ス
ィ
ス
・
フ
ラ
ソ
債
、
向
員
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

◎
需
彗
■
目
岸
◎
｛
声
８
９
鼻
建
債
な
ど
と
共
に
向
暮
◎
召
彗
９
冒
９
２
０
箏
岸
（
Ｅ
Ｃ
Ｕ
）
建
債
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
１
Ｅ
Ｃ
Ｕ

を
申
又
は
華
と
い
う
記
号
で
表
示
し
て
、
一
串
に
対
し
て
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
、
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ソ
、
フ
ラ
ソ
ス
・
フ
ラ
ソ
、
イ
タ

リ
ー
．
リ
ラ
、
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
・
フ
ラ
ソ
、
オ
ラ
ソ
ダ
・
ギ
ル
ダ
ー
の
一
定
の
額
で
表
示
し
て
定
義
を
下
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

Ｅ
Ｃ
Ｕ
は
そ
の
位
置
づ
げ
に
お
い
て
も
、
定
義
づ
げ
に
お
い
て
も
、
現
在
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
出
て
く
る
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
は
違
う
。
し
か
し
ア
ソ
ド

レ
．
フ
レ
リ
ッ
ク
教
授
（
彗
津
似
≦
９
－
鼻
）
の
所
説
を
媒
介
と
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
が
つ
な
が
る

よ
う
に
思
え
る
。
フ
レ
リ
ッ
ク
教
授
は
ベ
ル
ギ
ー
の
ガ
ソ
大
学
教
授
で
あ
る
と
共
に
一
九
七
二
年
１
１
七
三
年
に
か
げ
て
ベ
ル
ギ
ー

蔵
相
と
し
て
欧
州
通
貨
協
力
基
金
の
設
立
に
直
接
関
与
し
た
人
で
あ
る
。
彼
の
い
う
と
こ
ろ
を
聞
こ
う
。

　
「
従
っ
て
パ
リ
に
お
げ
る
首
脳
会
議
（
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
九
－
二
〇
目
の
会
議
、
こ
こ
で
欧
州
通
貨
協
力
基
金
の
創
設
、
そ
の
他
通
貨

同
盟
の
実
現
に
関
す
る
間
題
が
討
義
さ
れ
て
い
る
　
　
筆
者
注
）
の
時
に
、
中
央
銀
行
総
裁
会
議
及
び
通
貨
評
議
会
が
外
貨
準
備
の
一
部

を
共
同
化
す
る
問
題
を
検
討
す
る
時
に
、
こ
れ
と
密
接
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
欧
州
通
貨
創
設
間
題
も
同
時
に
討
議
す
る
よ
う
ユ



私
は
要
請
し
た
。
こ
の
欧
州
通
貨
は
現
存
の
通
貨
と
並
行
的
に
流
通
さ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
局
面
で
は
そ
れ
は
中
央
銀
行
問

の
取
引
に
用
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
第
二
の
局
面
で
は
Ｅ
Ｃ
Ｕ
建
債
券
の
発
行
の
時
と
、
こ
の
債
券
市
場
に
お
げ
る
中
央
銀
行
の
介
入

の
時
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
欧
州
レ
ベ
ル
で
の
公
開
市
場
政
策
の
手
段
の
萌
芽
的
な
も
の
と
な
る
。
最
終
的
に
は
、
こ
の
欧
州
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

貨
は
現
在
我
々
が
知
っ
て
い
る
抽
象
的
な
計
算
単
位
に
と
っ
て
か
わ
り
、
公
的
に
流
通
す
る
だ
ろ
う
。
」

　
又
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
「
外
貨
準
備
の
共
同
化
は
欧
州
通
貨
の
創
設
に
至
る
べ
き
で
あ
る
。
最
初
こ
の
通
貨
は
各
国
に
よ
っ
て
基
金
に
対
し
て
分
担
出
資

さ
れ
た
外
貨
準
備
と
交
換
に
基
金
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
各
中
央
銀
行
は
こ
の
出
資
の
対
価
と
し
て
Ｅ
Ｃ
Ｕ
表
示
で
貸
記

さ
れ
る
。
こ
の
通
貨
は
最
初
欧
州
の
各
中
央
銀
行
間
の
決
済
に
充
当
さ
れ
る
。
次
い
で
証
券
取
引
所
で
取
引
さ
れ
、
又
公
的
に
流
通

し
う
る
公
債
の
発
行
を
こ
の
通
貨
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ぼ
多
数
の
国
が
一
緒
に
な
っ
て
欧
州
で
こ
の
種
の
債

券
を
発
行
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
制
度
は
又
拡
張
さ
れ
て
、
企
業
が
Ｅ
Ｃ
Ｕ
建
で
そ
れ
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

に
な
る
。
第
三
の
局
面
で
は
こ
の
通
貨
は
各
国
通
貨
と
平
行
的
に
公
的
に
流
通
す
る
だ
ろ
う
。
」

　
こ
の
主
張
が
一
九
七
三
年
六
月
の
委
員
会
報
告
に
っ
な
が
り
、
更
に
同
年
一
一
月
の
委
員
会
提
案
と
な
る
。
こ
こ
で
は
欧
州
通
貨

単
位
（
Ｅ
Ｃ
Ｕ
）
で
は
な
く
、
欧
州
通
貨
計
算
単
位
（
Ｕ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
）
と
い
う
表
現
を
う
け
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
ジ
ェ
ソ
キ
ソ
ス
構
想
に

ゆ
き
、
更
に
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
Ｅ
Ｃ
Ｕ
と
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
１
）
　
弓
ぎ
向
ｏ
冒
◎
８
赤
け
（
－
７
◎
く
¢
昌
げ
ｏ
『
岩
富
）

　
　
（
２
）
片
山
謙
二
「
シ
ェ
ソ
キ
ソ
ス
構
想
」
を
め
ぐ
っ
て
　
　
単
一
通
貨
は
創
出
さ
れ
る
か
　
　
」
『
福
山
大
学
経
済
学
論
集
』
第
２
巻
第
２
号

　
　
（
３
）
　
「
国
際
取
引
に
お
け
る
各
種
の
『
計
算
貨
幣
」
」
『
東
京
銀
行
月
報
』
　
一
九
七
三
年
八
月

　
　
（
４
）
彗
穿
ぴ
≦
胃
一
・
打
完
ざ
ミ
ミ
§
き
導
ミ
ニ
ミ
蒔
ミ
一
§
・
ミ
意
§
ミ
ニ
違
二
・
§

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
四
三
（
九
六
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）

四
四
（
九
六
二
）

（
５
）
彗
穿
ひ
≦
胃
ざ
打

　
、
ゴ
ｐ
Ｈ
◎
Ｎ
一

）
・
１

●
１
■
・

（

ｇ
．

各
種
の
計
算
単
位

農
産
物
価
格
を
共
通
の
尺
度
た

る
計
算
単
位
（
Ｏ
目
ま
箒
Ｏ
◎
君
亘

■
Ｏ
）
で
決
定
す
る
こ
と
に
し
た
の

は
共
通
通
貨
政
策
の
は
し
り
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
既
に
引
用

し
た
が
マ
ル
ジ
ョ
ラ
ソ
も
農
産
物

価
格
を
Ｕ
Ｃ
で
表
示
す
る
こ
と
は
、

も
は
や
為
替
相
場
の
変
更
が
容
易

に
出
来
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
む

ね
述
べ
て
い
る
。
や
が
て
こ
の
よ

う
な
計
算
単
位
が
発
展
し
て
欧
州

通
貨
単
位
Ｅ
Ｃ
Ｕ
に
な
っ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
Ｕ
Ｃ
に
つ

在現年
７
１

１
９

■

Ｃ

定　
し
規
な

更　
定

麟
規

価
和

明

●

Ｕの種各）た
、

しは又（

値価準基

８８０７６８
８
８

０
．
ム

金
ラ

純
グ

る
、

してれさ用利で

規法係関

定決

）０２

の
１
２

率
議
０
・

税
決
９
６

関
会
Ｇ

通
事

共
理

の
る

種
す

る
関

あ
に

Ｃ４

税

分
里
　
従
）

（
率

率
税

税
の

区
関
合

　
通
場

共
の

した定観の示明８８０７６８
８
８

０
・
ム

金
ラ

純
グ

２
．
資
　
規
　
適
リ

ユ
投
　
る
　
の
１
２

６
０
究
　
係
　
条
。
２

１
９
研
　
に
　
８
６
６
２

（
の
　
施
６
）
～
１
９

腎
瞥
艀

第
ラ
　
政
・
約
規

則
一
則
輸
６
０
条
る

鷲
餓
鷲
轟

財
２
９
予
共
則
口
用

算
究
　
に
　
す

予
研
　
策
　
関

体
の
　
政
　
に

同
ム
　
輸
金
則

共
ト
　
運
罰
規

州
ラ
算
通
る
争
金

欧
一
予
共
す
競
罰

）
ユ
資
）
関
）
る

ａ
投
ｂ
　
ｃ

しな定規の示明
．
０
０

で
０
８

Ｕ
６
７

８

の
バ
）

鞍
）７２１９５９１（定決関機高最体同共鋼鉄炭石Ｈク欧

照参文本８８０７６８
８
８

０
．
ム

金
ラ

純
グ

皿
０
・

Ｎ
則
１
）

る
ｕ
規
３

薮
る
五

お
る
０
）
す
６
８

輸
潤

政
こ
２
・
更
８

麟
鱗

共
Ｇ
１
２
同
Ｎ

策政業農通共

しな定規の示明８８０７６８
８
８

０
・
ム

金
ラ

純
グ款定行銀資投Ｈリ欧本資の行銀資投Ｈ少欧

７
律
，
的

条
一
合
動

４
の
場
自
。

第
価
た
は
る

定
平
つ
値
れ

協
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あ
価
さ

Ｆ
よ
が
．
更

Ｍ
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Ｃ
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－
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皿
に
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■

Ｃ
●

Ｕの種各表５第
在現年

７
７

１
９

　
　
　
　
　
　
　
位

Ｃ
Ｃ
Ｃ
　
　
　
　
　
単

　
　
　
　
　
　
　
算

　
Ｕ
Ｕ
　
　
　
　
　
＋

Ｕ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
言

　
価
価
　
　
　
　
貨

業
平
平
Ｅ
Ｅ
Ｅ
臓
Ｒ

　
　
　
Ｃ
Ｃ
Ｃ
リ
Ｕ

農
金
金
Ｕ
Ｕ
Ｕ
欧
Ｅ

　
　
　
　
　
　
　
金

門
係
税
　
　
金
行
基
局

　
　
　
　
　
基
銀
力
十

部
関
関
　
発
資
協
．
一
、
口

業
算
通
Ｃ
膿
騰

　
　
　
ｃ
ｓ
ク
リ
ハ

農
予
共
Ｅ
欧
欧
欧
Ｅ

い
て
少
し
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｕ
Ｃ
と
い
っ
て
も
総
て
の
分
野
で
統
一
し
た
定
義
を
も
っ

た
単
一
の
Ｕ
Ｃ
で
は
な
く
、
各
分
野
毎
に
定
義
さ
れ
た
各
種
の
Ｕ
Ｃ
が
存
在
し
た
。
一
九
七
一

年
の
時
点
に
，
お
げ
る
各
種
の
Ｕ
Ｃ
は
第
４
表
の
と
う
り
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
定
義
が
違
う

と
い
っ
て
も
大
体
純
金
の
一
定
量
（
当
時
の
一
米
ド
ル
と
同
じ
金
量
）
で
あ
り
、
内
容
は
同
じ
で
あ

る
・
し
か
し
・
そ
れ
ぞ
れ
を
定
義
づ
げ
て
い
る
観
則
が
別
で
あ
る
た
め
、
そ
の
価
値
の
変
更
の

規
定
が
あ
っ
た
り
奈
一
た
り
で
あ
る
。
特
に
一
九
七
一
年
以
後
、
－
Ｍ
・
体
制
の
崩
壌
後
金

の
一
定
量
で
表
示
す
る
こ
と
の
非
現
実
性
の
故
に
一
九
七
四
年
二
一
月
の
委
員
会
提
案
に
よ
り

新
た
な
計
算
単
位
．
Ｕ
Ｃ
Ｅ
（
通
貨
バ
ス
ヶ
ツ
ト
方
式
）
が
導
入
さ
れ
多
く
の
面
で
使
用
さ
れ
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

て
い
る
◎
一
九
七
七
年
の
時
点
で
の
各
種
の
Ｕ
Ｃ
は
第
５
表
の
と
う
り
で
あ
る
。

（
１
）
欧
轄
ザ
篶
ギ
汽
舳
一
〆
一
芦
津
ギ
ボ
一
“
ギ
打

　
　
　
算
関
霊
び
に
金
平
価
Ｕ
Ｃ
・
そ
註
共
同
体
文
書
の
な
か
で
禽
通
貨
で
表
示
さ
れ
て
い
を
の
が
。
。
Ｅ
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
　
　
一
た
こ
た
が
一
て
現
在
一
一
九
七
九
年
一
残
存
し
て
い
る
の
は
農
業
・
・
と
欧
州
通
貨
・
・
の
み
で
あ
り
、
後
者
は
。
Ｍ
。
発
足
後
は

　
　
　
Ｅ
Ｃ
Ｕ
に
竺
さ
れ
る
・
次
に
若
干
紙
要
さ
い
て
農
業
・
・
と
欧
州
通
貨
計
算
単
着
っ
い
て
説
明
す
る
。

倒
　
農
業
Ｕ
Ｃ

農
業
Ｕ
Ｃ
は
一
九
六
二
年
の
撃
会
規
竺
・
・
§
で
定
義
づ
け
ら
れ
て
言
、
１
・
・
は
純
金
婁
・
一
婁
・
一
・
、
で
あ
る
。
こ

の
価
値
の
変
更
に
っ
い
て
竺
九
六
八
年
五
月
三
〇
日
の
理
事
会
規
竺
。
・
婁
竃
で
定
め
が
膏
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

総
て
の
加
盟
国
が
同
時
に
同
じ
方
向
に
平
価
を
平
更
し
た
場
合
は
規
則
第
一
一
元
号
に
定
め
る
計
算
単
位
は
自
動
的
に
次
の
よ
う
に
奮
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
（
九
六
三
）

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）

四
六
（
九
六
四
）

る
。　

　
変
更
の
率
が
同
じ
場
合
、
平
価
の
変
更
と
同
じ
比
率
、
同
じ
方
向
に
た
さ
れ
る
。

　
　
異
た
つ
た
率
の
場
合
、
同
じ
方
向
だ
が
、
そ
の
比
率
は
平
価
変
更
率
の
最
在
い
国
と
同
じ
比
率
で
変
更
さ
れ
る
二
規
則
第
２
条
一

。
加
盟
国
又
は
多
く
の
加
盟
国
が
平
価
の
変
更
を
し
た
場
合
、
理
事
会
は
出
来
る
だ
け
早
く
遅
く
と
も
・
日
以
内
医
一
蓼
開
く
二
一
の
会
議

は
　
－
次
の
決
定
を
行
う
。

　
計
算
単
位
の
価
値
を
変
更
す
べ
き
か
否
か

　
　
変
更
す
る
場
合
は
そ
の
比
率
（
規
則
第
３
条
）

　
現
実
に
は
一
九
六
九
年
八
月
八
日
に
フ
ラ
ソ
ス
・
フ
ラ
ン
の
一
一
・
一
一
劣
の
切
下
げ
、
又
同
年
一
〇
月
二
四
日
に
西
ド
ィ
ッ
一

マ
ル
ク
の
九
．
二
九
劣
の
切
上
げ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
は
何
れ
も
Ｕ
Ｃ
の
価
値
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
七
一
年

以
後
一
連
の
通
貨
混
乱
を
経
て
ス
、
、
、
ソ
ニ
ァ
ソ
体
制
と
な
り
、
又
そ
の
後
「
ト
ソ
ネ
ル
の
ヘ
ビ
」
の
発
足
、
共
同
フ
ロ
ー
ト
・
又
若

干
の
国
は
そ
れ
か
ら
離
脱
し
て
単
独
フ
ロ
ー
ト
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｃ
各
国
の
通
貨
の
問
の
関
係
は
大
き
く
変
動
し
て
い
る
◎

し
か
し
、
こ
の
問
何
れ
の
国
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
対
し
て
平
価
の
変
更
を
届
け
で
て
い
な
い
。
理
事
会
規
則
オ
◎
．
ｏ
艶
＼
ｏ
◎
・
第
３
条
に
従
う

Ｕ
Ｃ
価
値
変
更
の
手
続
き
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

　
こ
こ
で
農
業
間
題
に
っ
い
て
探
入
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
農
産
物
価
格
を
Ｕ
Ｃ
建
で
決
定
す
る
こ
と
と
、
各
国
の
農
産
物
国

内
価
格
政
策
と
の
関
連
及
び
レ
ー
ト
の
変
更
又
は
変
動
と
の
関
連
か
ら
い
わ
ゆ
る
国
境
調
整
金
（
昌
◎
ｇ
彗
冴
８
昌
肩
易
ｇ
◎
ぎ
吻
く
・

ｏ
．
）
と
い
う
や
っ
か
い
な
問
題
が
発
生
す
る
。
一
九
七
一
年
時
点
で
の
平
価
か
ら
各
国
通
貨
価
値
が
乖
離
す
れ
ば
す
る
程
こ
の
Ｍ
Ｃ

の
額
が
大
き
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
を
出
来
る
だ
げ
減
額
す
る
目
的
で
一
九
七
五
年
、
二
月
二
七
目
の
理
事
会
撹
則
オ
Ｐ

葦
富
に
お
い
て
関
係
加
醤
通
貨
問
の
代
表
相
場
一
毒
肩
肇
葦
墓
一
ニ
ニ
彗
墓
蚕
竃
茎
一
一
が
設
げ
ら
れ
た
・
グ



リ
ー
ソ
・
ポ
ソ
ド
、
　
グ
リ
ー
ソ
・
リ
ラ
な
ど
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
公
式
に
は
ま
だ
農
業
Ｕ
Ｃ
は
金

◎
・
。
◎
。
。
。
◎
零
◎
。
。
。
◎
胴
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
代
表
レ
ー
ト
が
農
業
Ｕ
Ｃ
と
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
が
発
足
す
る
と
Ｅ
Ｃ
Ｕ
が
中
央
銀
行
間
の
決
済
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
今
ま
で
見
て
き
た
歴
史
か
ら

し
て
、
や
が
て
は
国
内
通
貨
と
並
行
的
に
１
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
前
に
各
種
の
Ｕ
Ｃ
が
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
の
Ｕ
Ｃ
Ｅ

に
統
一
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
農
業
Ｕ
Ｃ
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。
農
業
に
お
げ
る
国
境
調
整
金
の
廃
止
、
農
業
統
一
市
場
の
復
活
が
必
要

で
あ
る
。
イ
ソ
フ
レ
率
の
調
整
が
前
提
で
あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。

　
こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ
を
発
足
さ
せ
る
欧
州
理
事
会
決
議
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
導
入
そ
れ
自
体
は
共
通
農
業
政
策
の
目
的
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
農
業
物
価
格
の
国
内
通
貨
に
よ
る
表
示
、
国
境
調

整
金
及
び
そ
の
他
の
額
に
関
し
て
七
九
年
一
月
一
日
以
前
の
状
態
に
何
ら
の
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
欧
州
理
事
会
は
考

え
る
。

　
恒
久
的
た
国
境
調
整
金
の
設
定
を
避
げ
る
こ
と
、
現
存
の
国
境
調
整
金
を
漸
次
減
少
さ
せ
て
行
き
、
農
産
物
統
一
価
格
の
再
建
を

は
か
る
こ
と
、
又
価
格
政
策
に
十
分
な
考
慮
を
は
か
る
こ
と
の
重
要
性
を
欧
州
理
事
会
は
強
調
す
る
。
」

　
一
方
で
国
境
調
整
金
に
変
化
の
な
い
こ
と
を
述
べ
他
方
で
こ
れ
を
廃
止
す
る
方
向
を
強
調
し
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
前
半
は
西

ド
ィ
ッ
の
主
張
で
あ
り
、
後
半
は
フ
ラ
ソ
ス
の
主
張
で
主
脳
会
議
の
段
階
で
こ
れ
に
決
着
を
っ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
両
論
を
併
記

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
七
九
年
末
の
農
相
理
事
会
で
フ
ラ
ソ
ス
は
国
境
調
整
金
廃
止
の
方
向
の
確
認
を
せ
ま
り
、
西
ド
ィ
ツ

は
拒
否
し
て
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
一
九
七
九
年
一
月
一
日
か
ら
の
発
足
は
見
送
り
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｍ
Ｓ
が
正
し
く
機
能
す
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
な
ら
ば
、
（
こ
れ
自
身
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
）
フ
ラ
ソ
ス
の
主
張
に
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
（
九
六
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
（
九
六
六
）

　
¢
オ
　
欧
州
通
貨
計
算
単
位

　
欧
州
通
貨
計
算
単
位
は
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
九
－
二
〇
日
の
バ
リ
首
脳
会
議
で
そ
の
使
用
が
決
定
さ
れ
、
翌
一
九
七
三
年
四
月

に
発
足
し
た
欧
州
通
貨
協
力
基
金
の
設
立
規
則
は
附
属
議
定
書
第
５
条
で
定
義
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
加
盟
国
通
貨
に
よ
る
基
金
の
操
作
は
、
純
金
○
・
八
八
八
六
七
〇
八
八
グ
ラ
ム
と
等
価
の
欧
州
通
貨
計
算
単
位
で
表
現
さ
れ
る
。

　
　
す
べ
て
の
加
盟
国
が
自
国
通
貨
の
平
価
又
は
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
レ
ー
ト
を
同
時
に
か
つ
同
じ
方
向
に
変
更
し
た
場
合
、
Ｕ
Ｃ
の
価
値
は
自
動
的
に

　
変
更
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
平
価
の
変
更
が
同
率
の
場
合
、
平
価
又
は
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
レ
ー
ト
の
変
更
と
同
方
向
に
同
率
だ
げ
変
更

　
　
　
平
価
の
変
更
率
が
異
な
る
場
合
、
平
価
又
は
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
レ
ー
ト
の
変
更
が
最
低
の
も
の
と
同
じ
比
率
で
同
方
向
に
変
更
。

　
　
そ
の
他
す
べ
て
の
Ｕ
Ｃ
価
値
の
変
更
は
委
員
会
の
提
案
に
も
と
づ
き
、
通
貨
評
議
会
及
び
基
金
の
管
理
理
事
会
に
は
か
っ
た
の
ち
理
事
会
の
全

　
会
一
致
で
決
定
す
る
。
」

　
以
上
の
よ
う
に
そ
の
大
要
は
農
業
Ｕ
Ｃ
と
似
た
定
義
で
あ
る
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
崩
壊
を
経
て
、
平
価
の
変
更
と
い
わ
ず
に
、
平

価
又
は
セ
ソ
ト
ラ
ル
・
レ
ー
ト
の
変
更
と
い
っ
て
い
る
点
が
農
業
Ｕ
Ｃ
と
の
違
い
で
あ
る
。

　
こ
の
通
貨
計
算
単
位
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
発
足
に
よ
り
消
減
し
Ｅ
Ｕ
Ｃ
と
な
る
。

　
　
　
　
働
　
Ｕ
Ｃ
Ｅ
（
新
Ｕ
Ｃ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
貨
バ
ス
ケ
ヅ
ト
方
式
の
Ｕ
Ｃ

　
既
に
本
節
の
最
初
に
引
用
し
た
よ
う
に
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
の
は
Ｅ
Ｃ
Ｕ
で
あ
り
、
そ
の
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
価
直
及
び
構
成
は

こ
の
シ
ス
テ
ム
発
足
時
に
お
げ
る
Ｕ
Ｃ
Ｅ
（
欧
州
計
算
単
位
）
の
価
直
と
同
じ
で
あ
る
。
既
に
見
た
多
く
の
Ｕ
Ｃ
は
金
平
価
Ｕ
Ｃ
に
し

て
も
農
業
Ｕ
Ｃ
に
し
て
も
、
も
は
や
現
実
に
足
を
据
え
て
い
な
い
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
お
げ
る
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
価
直
計
算
方
法
が
一
九
七
四
年
七



月
一
目
か
ら
「
標
準
バ
ス
ヶ
ツ
ト
方
式
」
で
行
た
わ
れ
る
よ
う
に
１
な
っ
た
が
そ
れ
に
な
ら
っ
て
Ｕ
Ｃ
の
価
値
計
算
も
Ｅ
Ｃ
９
カ
国
通

貨
の
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
割
合
を
含
む
「
バ
ス
ヶ
ツ
ト
方
式
」
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
。

　
こ
の
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
実
際
の
適
用
に
っ
い
て
の
決
定
は
一
九
七
五
年
三
月
一
八
日
の
欧
州
投
資
銀
行
に
お
げ
る
決
定
、
四
月
二
一
目
の

ロ
メ
協
定
の
援
助
に
っ
い
て
の
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
適
用
の
決
定
、
更
に
同
年
二
一
月
一
八
日
の
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
に
お
げ
る
決
定
で
あ
る
。
七
八
年

一
月
一
日
か
ら
共
同
体
予
算
に
っ
い
て
も
適
用
さ
れ
、
七
九
年
か
ら
は
共
通
関
税
に
っ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
今
後
農
業
Ｕ
Ｃ
を
こ

の
Ｕ
Ｃ
Ｅ
に
統
一
す
る
間
題
が
共
通
農
業
政
策
と
の
関
連
で
問
題
と
た
る
だ
ろ
う
。

　
Ｕ
Ｃ
Ｅ
は
如
何
に
し
て
定
義
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
各
国
通
貨
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
「
ロ
メ
に
お
げ
る
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
二
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
援
助
額
を
表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
欧
州
計
算
単
位
の

定
義
及
び
換
算
に
関
す
る
一
九
七
五
年
四
月
二
一
日
の
理
事
会
決
定
（
寄
＼
畠
◎
＼
胃
Ｏ
）
」
或
は
、
　
「
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
を
設
立
す
る
条

約
の
目
的
の
た
め
の
決
定
、
勧
告
、
意
見
、
及
び
報
告
（
Ｏ
◎
旨
昌
旨
｛
ｏ
き
◎
易
）
で
用
い
ら
れ
る
計
算
単
位
の
定
義
及
び
換
算
に
関
す

る
一
九
七
五
年
一
二
月
八
目
の
委
員
会
決
定
（
オ
◎
』
轟
ｏ
＼
寄
＼
９
の
Ｏ
）
」
で
は
両
者
と
も
同
じ
表
現
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
第
一
条
、
Ｕ
Ｃ
Ｅ
は
共
同
体
加
盟
国
通
貨
の
左
に
定
め
た
額
の
合
計
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。

　
　
　
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
　
　
　
　
　
　
　
○
・
八
二
八

　
　
　
ポ
ソ
ド
・
ス
タ
ー
リ
ソ
グ
　
　
　
　
○
・
○
八
八
五

　
　
　
フ
ラ
ソ
ス
・
フ
ラ
ソ
　
　
　
　
　
一
・
一
五

　
　
　
イ
タ
リ
ア
・
リ
ラ
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
オ
ラ
ソ
ダ
・
ギ
ル
ダ
ー
　
　
　
　
○
・
二
八
六

　
　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
（
九
六
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
（
九
六
八
）

　
　
　
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ソ
　
　
　
　
　
　
三
・
六
六

　
　
　
ル
ク
セ
ソ
ブ
ル
グ
・
フ
ラ
ソ
　
　
○
・
一
四

　
　
　
デ
ソ
マ
ー
ク
・
ク
ロ
ー
ネ
　
　
　
○
二
二
七

　
　
　
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
．
ポ
ソ
ド
　
　
　
　
○
・
○
〇
七
五
九

第
二
条
　
Ｕ
Ｃ
価
値
の
何
れ
か
の
国
の
通
貨
に
よ
る
表
示
は
、
第
一
条
に
述
べ
た
通
貨
額
を
当
該
通
貨
に
換
算
し
た
も
の
の
合
計
に

　
　
等
し
い
。
」

　
こ
こ
で
第
一
条
に
い
う
各
国
通
貨
の
一
定
額
は
一
九
六
九
年
　
　
一
九
七
三
年
の
五
年
間
の
各
加
盟
国
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
平
均
、
各
加

盟
国
の
共
同
体
内
の
貿
易
を
基
礎
と
し
、
更
に
前
出
の
短
期
通
貨
援
助
の
分
担
率
を
参
考
に
し
て
各
国
の
通
貨
の
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出

し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
理
事
会
決
定
及
び
委
員
会
決
定
に
は
特
に
定
め
は
た
い
が
、
　
「
Ｅ
Ｍ
Ｓ
を
設
立
す
る
欧
州
理
事
会
の
決
議
」
に
よ
れ
ぱ
、
Ｅ

Ｃ
Ｕ
に
お
げ
る
各
通
貨
の
ウ
ェ
イ
ト
は
こ
の
制
度
の
効
力
発
生
後
六
カ
月
以
内
に
、
そ
れ
以
後
は
５
年
ご
と
に
再
検
討
さ
れ
、
必
要

が
あ
れ
ぱ
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
又
何
れ
か
の
通
貨
の
ウ
ェ
イ
ト
が
二
五
劣
変
化
し
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
も
改
訂
さ

れ
る
。
こ
の
改
訂
は
そ
れ
自
身
で
は
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の
対
外
価
値
を
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
前
提
と
し
て
基
礎
に
あ
る
経
済
的
基
準
に
一

致
さ
せ
る
た
め
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
定
義
は
以
上
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
の
計
算
は
ど
う
し
て
な
さ
れ
る
か
。
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
価
値
は
各
国
の
通
貨
（
Ｅ
Ｃ
９
ヵ

国
の
通
貨
の
何
れ
で
で
も
表
示
さ
れ
る
が
他
に
・
も
ド
ル
、
ス
ィ
ス
・
フ
ラ
ソ
、
円
、
Ｓ
Ｄ
Ｒ
等
等
で
も
表
示
で
き
る
）
で
表
示
さ
れ
る
が
、
　
ま

ず
最
初
に
ベ
ル
ギ
ー
．
フ
ラ
ソ
で
の
対
価
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。
即
ち
ベ
ル
ギ
ー
中
央
銀
行
で
記
録
さ
れ
た
ブ
ラ
ッ
セ
ル
の
規
制
さ
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所出

欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）

れ
た
為
替
市
場
（
ベ
ル
ギ
ー
は
二
重

為
替
相
場
制
を
と
っ
て
お
り
、
資
本

関
係
の
取
引
は
自
由
市
場
で
な
さ
れ
、

経
常
敢
引
は
規
制
さ
れ
た
市
場
で
敢

引
さ
れ
る
）
に
お
げ
る
為
替
相
場
を

基
礎
に
－
し
て
、
右
に
述
べ
た
一
定

割
合
の
各
国
通
貨
が
ベ
ル
ギ
ー
通

貨
表
示
に
換
算
さ
れ
る
。
そ
Ｌ
て

そ
れ
を
合
計
し
た
も
の
が
Ｕ
Ｃ
Ｅ

価
値
の
ベ
ル
ギ
ー
通
貨
に
よ
る
表

示
で
あ
る
。
他
の
加
盟
国
通
貨
で

の
Ｕ
Ｃ
Ｅ
価
値
の
表
示
は
、
か
く

し
て
得
ら
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ

ソ
建
Ｕ
Ｃ
Ｅ
を
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル

ト
、
ロ
ソ
ド
ソ
、
ダ
ブ
リ
ソ
、
コ

ペ
ソ
ハ
ー
ゲ
ソ
、
　
ア
ム
ス
テ
ル

ダ
ム
、
　
バ
リ
、
　
ロ
ー
マ
、
　
ミ
ラ
ノ

五
一
（
九
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
（
九
七
〇
）

の
各
為
替
市
場
で
の
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ソ
の
相
場
に
よ
っ
て
自
国
通
貨
に
換
算
し
て
得
ら
れ
る
。

　
今
そ
の
計
算
の
具
体
例
を
示
す
と
第
６
表
ユ
及
び
２
の
よ
う
に
な
る
。
式
で
示
す
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｓ
向
１
１
】
ミ
箏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
１
－
一

と
な
る
。
こ
こ
で
岬
は
定
義
で
定
め
ら
れ
た
各
国
通
貨
の
一
定
額
で
あ
り
・
特
に
改
訂
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
一
定
で
あ
る
・
巧
は
為
替

相
場
だ
か
ら
毎
日
変
動
し
て
い
る
。
為
替
相
場
の
変
動
に
従
っ
て
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
価
値
も
目
々
変
動
す
る
し
、
通
貨
バ
ス
ヶ
ツ
ト
に
占
め

る
各
国
通
貨
の
占
め
る
比
重
（
ウ
ヱ
イ
ト
）
（
ミ
箏
＼
¢
Ｏ
向
）
も
変
化
す
る
。

　
今
便
宜
上
他
国
の
通
貨
価
値
は
不
変
の
ま
ま
、
あ
る
一
因
、
ｊ
国
の
通
貨
の
み
が
北
劣
騰
貴
（
又
は
下
落
）
し
た
と
し
よ
う
。
こ
れ

が
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
価
値
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
か
。
第
２
図
に
示
す
よ
う
に
ｊ
国
通
貨
の
北
劣
の
騰
貴
は
Ｕ
Ｃ
Ｅ
価
値
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ミ
箏
＼
Ｈ
弓
Ｏ
向
×
べ
）
“
の
騰
貴
を
引
き
起
こ
す
。
例
え
ば
第
６
表
に
示
し
た
一
九
七

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

×
　
　
・
，

ＥＣＵ１

騰
化

％
変

北
の

勘
ｃ
Ｅ

伽
Ｕ

貨
の

通
合

の
場

国
た

．
１
し

　
貴図２第

五
年
一
二
月
一
七
日
の
Ｕ
Ｃ
Ｅ
価
値
の
計
算
例
で
、
ト
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
み
が
５
％
騰

貴
し
た
と
す
る
と
、
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
価
値
は
一
・
三
五
％
騰
貴
す
る
。
却
ち
そ
の
式
は

　
　
　
　
　
　
　
　
－
ド
仁
岬
ｏ
◎
◎
ｏ
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
歩
◎
８
ト
×
◎
・
冨
×
Ｈ
◎
◎
１
Ｉ
Ｈ
ま
“

で
あ
る
。
同
様
に
し
て
１
０
％
の
場
合
は
二
・
七
〇
％
、
以
下
こ
れ
に
準
ず
る
。
し
た
が

っ
て
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ソ
建
、
フ
ラ
ソ
ス
・
フ
ラ
ソ
建
等
々
で
表
示
し
た
Ｕ
Ｃ
Ｅ
は
総

て
一
、
三
五
劣
騰
貴
す
る
。
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
建
に
つ
い
て
は
レ
ー
ト
変
更
以
前
と

比
較
す
れ
ぽ
一
・
三
五
劣
の
騰
貴
で
あ
る
が
、
今
や
マ
ル
ク
は
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
Ｕ
Ｃ
Ｅ
は
三
・
六
％
の
下
落
と
な
る
。
逆
に
い
え
ぼ
西
ド
イ
ツ
・
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Ｒ
　
　
２
．
準
Ｇ
騰

　
Ｄ
　
　
ユ
基
。
の

　
Ｓ
　
　
８
．
を
る
貨

　
一
　
　
９
７
年
い
通

　
Ｅ
　
　
ユ
７
０
て
該

　
Ｃ
　
　
し
１
９
し
当

　
１
Ｕ
　
だ
は
示
て

　
　
　
　
た
れ
を
し

　
恥
　
　
　
こ
と
対

　
た
　
　
８
，
で
こ
に

　
れ
　
岬
率
呪
Ｅ

　
さ
　
　
　
　
一
ヒ
レ
Ｃ

定
　
桃
劉
に
・

　
設
　
　
　
ま

　
て
　
‘
叫
榊
価
－

　
し
　
　
針
コ
蛸
け

　
と
　
　
　
ｎ
ツ
カ
っ

　
礎
　
　
肋
カ
Ｅ
を

　
基
　
　
１
お
Ｃ
号

　
る
　
　
畑
な
Ｕ
符

　
す
　
　
討
　
て
の

　
義
　
　
ｈ
・
し
ス

　
定
　
　
・
閑
る
対
ラ

　
を
　
。
伽
よ
に
プ

　
Ｅ
　
値
Ｓ
に
貨
合

　
Ｃ
　
均
引
料
通
場

　
Ｕ
　
平
帥
資
該
の

　
は
　
年
・
の
当
こ

　
目
　
７
４
Ｇ
℃
供
は
は

　
の
　
１
９
ｙ
提
号
で

　
こ
　
・
阯
授
符
ｎ

　
　
　
は
ｔ
教
の
ｉ

値
８
　
て
ｏ
ｎ
ニ
ス
甘

均
２
　
い
Ｍ
謙
ナ
山

平
６
．
　
つ
，
山
イ
Ｂ

の
・
。
に
胞
片
マ
刻

年
７
４
る
本
ｏ
ｓ
は
　
・
１
ｃ
る

一
１
９
い
目
岨
て
り
１
ｓ
い

　
　
て
　
Ｅ
レ
お
針
て

１
２
　
３
　
つ
て
趾
し

　
　
　
所

勘
　
　
出

マ
ル
ク
が
騰
貴
し
た

た
め
Ｕ
Ｃ
Ｅ
価
値
が

引
上
げ
ら
れ
て
、
他

の
通
貨
は
何
等
変
更

な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
Ｕ
Ｃ
Ｅ
と
の
関

係
で
は
一
・
三
五
％

下
落
し
た
こ
と
に
な

る
。

今
一
国
通
貨
の
み

の
変
動
に
つ
い
て
見

た
が
、

実
際
に
は
各

国
通
貨
は
不
断
に
変

動
し
て
お
り
、
そ
れ

に
従
っ
て
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の

価
値
も
絶
対
的
に
も
、

又
各
国
通
貨
に
よ
る

欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）

五
三
（
九
七
一
）
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と
則

表
Ｎ

７
　
ま

第
‘

ま
て

字
刷

ｉ
徽
を

よ
ト

オ
　
　
一

と
レ

礎
の

基
場

帥
姉

計
洲

乱
定

い
　
指

て
　
，

し
　
り

算
お

計
て

て
し
私

し
咄
ま

と
書
ど

巧
Ｅ
帖
叱

吻
Ｕ
ｃ
字
刺

一
数
わ

５
の
現

ｐ
表
を

は
７
数

ト
第
概

イ
も
は

ヱ
巧
字

ウ
　
　
数

の
場
の

貨
相
こ

通
替
で

国
為
点

各
　
。
の

）
　
じ
そ

注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
（
九
七
二
）

表
示
に
お
い
て
も
変
化
し
て
い
る
。
第
７
表
は
各
国
通
貨
表
示
に
よ
る
Ｕ

Ｃ
Ｅ
価
値
及
び
そ
の
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
っ
こ
内
は
一
九
七

〇
年
を
基
準
と
し
て
の
騰
落
率
で
あ
る
。
例
え
ば
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
建

で
は
Ｕ
Ｃ
Ｅ
は
一
九
七
八
年
二
一
月
一
五
日
に
は
三
二
・
七
七
％
下
落
し

て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
は
Ｕ
Ｃ
Ｅ
に
対
し
て
三
二
・
七

七
％
騰
貴
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
価
値
は
各

国
の
通
貨
で
表
示
し
た
場
合
そ
の
騰
落
は
相
対
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
た
い

例
え
そ
れ
を
ド
ル
で
表
示
し
、
或
は
Ｓ
Ｄ
Ｒ
で
表
示
し
た
と
し
て
も
同
様

で
あ
る
。
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
価
値
変
化
を
絶
対
肘
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
金

平
価
Ｕ
Ｃ
の
価
直
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
ろ
う
が
金

平
価
Ｕ
Ｃ
も
現
在
で
は
消
減
し
て
い
る
の
で
、
結
局
は
相
対
的
な
変
動
と

し
て
と
ら
え
る
か
、
或
は
過
去
の
金
平
価
と
比
較
す
る
以
外
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
一
九
七
四
年
六
月
二
八
日
と
一
九
七
七
年
七
月
二
八
日
の

問
で
Ｕ
Ｃ
Ｅ
は
金
平
価
と
の
比
較
で
一
八
・
六
七
％
減
価
し
て
い
る
。

　
次
に
通
貨
価
値
の
変
化
は
Ｕ
Ｃ
Ｅ
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
内
に
お
げ
る
ウ
ェ
イ

ト
を
変
化
さ
せ
る
。
ｊ
国
通
貨
の
Ｕ
Ｃ
Ｅ
に
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
は
勾
ｕ

◎

竈
で
あ
る
か
ら
、
－
国
の
為
替
相
場
即
亨
塞
通
揺
値
が
騰
貴



す
れ
ば
そ
れ
に
比
例
し
て
巧
は
増
大
す
る
。
第
８
表
は
Ｕ
Ｃ
Ｅ
発
足
以
来
の
各
国
通
貨
の
ウ
ェ
ィ
ト
及
び
そ
の
変
化
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
で
分
る
よ
う
に
、
ド
ィ
ツ
・
マ
ル
ク
の
ウ
ェ
イ
ト
は
発
足
当
初
二
七
・
三
劣
で
あ
っ
た
の
が
一
九
七
八
年
末
に
１
は
三

二
・
九
％
に
増
大
し
て
い
る
が
逆
に
例
え
ぼ
ポ
ソ
ド
・
ス
タ
ー
リ
ソ
グ
の
そ
れ
は
一
七
．
五
％
か
ら
一
三
．
四
％
に
、
イ
タ
リ
ー
．

リ
ラ
の
そ
れ
は
一
四
・
○
ガ
か
ら
九
・
七
％
に
減
少
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
Ｕ
Ｃ
Ｅ
価
値
の
変
動
に
対
し
て
西
ド
イ
ツ
．
マ
ル

ク
の
影
響
カ
が
増
大
し
、
マ
ル
ク
の
騰
貴
は
大
き
く
Ｕ
Ｃ
Ｅ
を
上
方
へ
引
上
げ
る
が
、
ポ
ソ
ド
や
リ
ラ
の
Ｕ
Ｃ
Ｅ
価
直
に
対
す
る
影

響
力
は
一
層
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
バ
リ
テ
ィ
・
グ
リ
ッ
ト
方
式
で
は
リ
ラ
や
ポ
ソ
ド
に
は
不
利
で
、
そ

の
不
利
を
ヵ
バ
ー
す
る
た
め
Ｅ
Ｃ
Ｕ
を
Ｅ
Ｃ
通
貨
の
乖
離
の
度
合
い
を
み
る
指
標
に
す
る
と
し
て
も
Ｅ
Ｃ
Ｕ
そ
の
も
の
が
、
西
ド
ィ

ツ
・
マ
ル
ク
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
さ
れ
る
以
上
、
こ
れ
と
て
も
そ
の
不
利
を
十
分
カ
バ
ー
す
る
と
は
い
え
な
い
。

六
　
む

す
　
　
び

　
Ｅ
Ｍ
Ｓ
が
成
立
す
れ
ぼ
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
た
る
が
、
こ
れ
は
必
ら
ず
し
も
独
仏
の
、
特
に
西

ド
ィ
ツ
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
に
よ
っ
て
忽
然
と
し
て
で
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
九
七
三
年
時
点
に
お
げ
る
Ｅ
Ｃ
委
員
会
を

中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
案
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
七
四
年
以
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
、
イ
ソ
フ
レ
、

失
業
と
い
っ
た
間
題
が
、
国
際
収
支
問
題
、
通
貨
間
題
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
通
貨
同
盟
の
推
進
を
困
難
に
し
て
い
た
が
、
一
応

事
態
が
改
善
さ
れ
る
き
ざ
し
を
示
し
、
再
び
一
九
七
三
年
当
時
の
考
え
の
上
牝
た
っ
て
の
前
進
が
始
ま
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で

は
た
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
今
後
Ｅ
Ｍ
Ｓ
が
ど
う
展
開
す
る
か
。
基
本
的
に
は
各
国
の
経
済
政
策
の
調
整
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
に
か

　
　
　
欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
（
九
七
三
）



＾

　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
七
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
（
九
七
四
）

　
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
Ｅ
Ｍ
Ｓ
自
体
に
っ
い
て
い
え
ぼ
、
次
の
点
が
ど
う
展
開
す
る
か
に
注
目
し
た
い
。

　
　
ま
ず
、
欧
州
通
貨
基
金
で
あ
る
が
、
そ
の
機
能
が
今
後
ど
う
進
展
す
る
か
。
っ
ま
り
こ
れ
は
各
加
盟
国
の
金
・
ド
ル
準
備
の
二
〇

　
劣
を
プ
ー
ル
す
る
も
の
で
、
一
九
七
三
年
当
時
の
委
員
会
提
案
で
は
、
ま
ず
手
初
め
に
二
〇
劣
を
拠
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
っ
ま
り
こ
れ
が
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
．
ブ
ラ
ソ
に
い
う
よ
う
に
「
こ
の
基
金
は
次
第
に
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
準
備
金
管
理
機
関
と
た
り
、

最
終
段
階
に
お
い
て
は
共
同
体
中
央
銀
行
制
度
に
統
合
さ
れ
る
」
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
　
次
に
Ｅ
Ｃ
Ｕ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
¢
域
内
為
替
レ
ー
ト
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
表
示
単
位
、
特
定
通
貨
が
域
内
通
貨
の
平
均
的
動
向
か

　
ら
の
乖
離
指
標
、
介
入
及
び
融
資
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
表
示
単
位
、
Ｅ
Ｃ
中
央
銀
行
の
準
備
資
産
及
び
決
済
手
段
と
し
て
機
能
す
る
。
従

．
来
の
Ｕ
Ｃ
Ｅ
が
実
体
の
な
い
単
な
る
表
示
単
位
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
較
べ
て
Ｅ
Ｃ
Ｕ
は
準
傭
資
産
及
び
決
済
手
段
と
し
て
実
体
を

も
ち
、
実
際
に
国
際
問
で
流
通
す
る
通
貨
と
な
る
。
間
題
は
こ
れ
が
更
に
発
展
し
て
ア
ソ
ド
レ
・
フ
レ
リ
ッ
ク
の
い
う
よ
う
に
、
或

　
は
又
ジ
ェ
ソ
キ
ソ
ス
の
い
う
よ
う
に
債
券
の
発
行
を
Ｅ
Ｃ
Ｕ
で
引
受
げ
、
公
杜
債
市
場
に
迄
流
通
範
囲
を
拡
大
し
て
い
わ
ゆ
る
バ
ラ

　
レ
ル
・
ヵ
ー
レ
ソ
シ
ー
に
迄
発
展
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
　
最
後
に
世
界
通
貨
制
度
と
の
関
係
で
見
た
場
合
に
、
¢
ド
ル
の
プ
ー
ル
が
、
ド
ル
の
不
胎
化
、
換
言
す
れ
ぽ
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
内
の
決
済

手
段
と
し
て
ド
ル
を
排
除
し
て
Ｅ
Ｃ
Ｕ
を
使
う
こ
と
に
な
る
の
で
ド
ル
離
れ
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｅ
Ｃ
Ｕ
の

発
行
そ
の
も
の
が
ド
ル
を
カ
タ
に
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
ド
ル
依
存
か
ら
の
脱
却
は
出
来
な
い
の
か
、
と
い

う
点
が
一
つ
。
◎
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
制
度
が
崩
壊
し
た
と
は
い
え
、
ま
だ
一
定
の
機
能
を
続
げ
て
い
る
中
で
、
Ｅ
Ｍ
Ｆ
の
発
足
は
、
欧
州
器

貨
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
側
面
的
に
支
え
る
こ
と
に
た
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｅ
Ｃ
に
と
っ
て
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
無
用

の
も
の
と
化
し
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
制
度
と
対
決
す
る
も
の
と
な
る
の
か
。



　
以
上
の
よ
う
な
点
が
問
題
と
し
て
残
る
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
を
間
題
と
し
て
提
起
す
る
に
と
ど
め
て
今
後
の
推
移

を
見
守
り
た
い
。

（
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
片
山
謙
二
教
授
よ
り
貴
重
な
資
料
を
多
く
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
付
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
九
・
一
・
一
六
）

　
〔
追
記
〕
　
共
通
農
業
政
策
と
関
連
す
る
国
境
調
整
金
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
廃
止
を
め
ぐ
る
独
仏
の
対
立
の
た
め
、
一
月
一
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の

　
　
発
足
は
大
幅
に
遅
れ
て
い
た
。
し
か
し
三
月
六
日
Ｅ
Ｃ
の
農
相
理
事
会
で
遂
に
独
仏
間
の
妥
協
が
成
立
し
、
発
足
す
る
見
通
し
が
っ
い
た
模
様

　
　
で
あ
る
。
こ
の
妥
協
案
（
グ
ソ
デ
ラ
ツ
ク
提
案
）
は
昭
和
五
四
年
三
月
七
日
付
の
目
経
新
聞
（
夕
刊
）
に
よ
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
　
¢

　
　
Ｍ
Ｃ
Ａ
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
発
足
後
二
年
以
内
に
段
階
的
に
廃
止
し
て
行
く
　
　
農
産
品
の
取
引
に
使
う
グ
リ
ー
ン
・
ポ
ソ
ド
お
よ
び
グ
リ
ー
ソ
・
リ

　
　
ラ
を
各
五
％
、
グ
リ
ー
ソ
．
フ
ラ
ソ
ス
．
フ
ラ
ン
を
三
・
六
％
、
グ
リ
ー
ン
・
ア
ィ
ル
ラ
ン
ド
・
ポ
ン
ド
を
○
・
五
％
そ
れ
ぞ
れ
切
り
下
げ
る

　
　
　
農
産
品
価
格
を
Ｅ
Ｃ
Ｕ
で
表
示
す
る
　
＠
七
九
－
八
○
年
の
農
産
品
価
格
を
少
し
引
き
上
げ
る
、
な
ど
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
英
国
は
態
度
を
留
保
し
た
が
、
ほ
か
の
八
カ
国
は
全
面
的
に
こ
の
提
案
を
受
入
れ
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
早
期
発
足
は
確
実
と
な
っ
た

　
　
よ
う
で
あ
る
。

欧
州
経
済
通
貨
同
盟
の
発
展
（
清
水
）

五
七
（
九
七
五
）




